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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２６年第１回美幌町議会定例会第１３日目の

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、６番松浦和浩さん、８番岡本美

代子さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（馬場博美君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１１号から

議案第２８号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

１号美幌地域３町障害程度区分認定等審査会

共同設置規約の変更についてから、議案第２

８号平成２６年度美幌町病院事業会計予算に

ついてまでの１８件を議題とします。

昨日に引き続き、質疑を行います。

議案第２１号平成２６年度美幌町一般会計

予算についての質疑を続けます。

説明員交代のため、暫時休憩をいたしま

す。

午前１０時０２分 休憩

────────────────

午前１０時０２分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

３款民生費、９８ページから１１９ページ

までの質疑を許します。

総務費の戸籍住民基本台帳費を含めて行い

ます。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ページ数１０３ペー

ジの施設運営事業費と１０７ページの地域支

援事業委託料のところで質問します。

まず、１０３ページの施設運営事業費とい

う中に、実は部局等よりいろいろと聞いてい

る中で、この中に今現在、老朽化が著しい美

英福祉寮について、数年前から建てかえよう

と、もしくは移転計画等があったはずなの

で、この中に大きな改修だとか移転計画等が

抜けています。

その中で、部局等より協議が整わず整備が

おくれているということが書いてあるのです

けれども、これについて再度、確認をとりた

い。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 美英福祉寮につ

きましては、現在、老朽化が激しくて、その

代替施設として今現在、緑の苑があるその敷

地内に新たな施設ができないかということ

で、社会福祉法人等と検討、協議をしてま

いっておりますけれども、昨年、その社会福

祉法人から非常に難しいというような旨の回

答を得ておりまして、現在、これからになり

ますけれども、ほかの社会福祉法人等にアプ

ローチをかけて施設の実現ができないかとい

うことで今後、検討してまいりたいというよ

うなことでございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今の話は大体、話と

してはわかったのですけれども、たしかあそ
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この旭の敷地につきましては、グループホー

ムができた段階、要するに平成１７年度の福

祉計画の中でも、あそこについては法人等に

委託して運営してもらうという生活支援ハウ

ス等を計画をしているということで、それ以

来、その計画変更等については緑の苑が変

更、あそこに移行することによって一部の土

地の使用の目的や当時の計画から見たらケア

ハウスから軽費老人施設から特養に変わった

ということまでは聞いていますけれども、中

の空いてる土地については、それらも今の美

英福祉寮も含めた形のケアハウス、もしくは

多機能の施設だとかに変更するという形でし

か聞いておりませんので、逆に今、部長の

おっしゃった他の福祉団体となりますと、そ

の土地をその場で有効利用していいのができ

るのかについてもちょっとお聞きしたいので

す。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 計画の段階では

その思いがございまして、そのように社会福

祉法人と、いろいろと協議をしてまいったの

ですが、現実としては非常に厳しいというよ

うなことがございますので、それを含めまし

て他の法人が使えるのかも含めまして今後、

検討してまいりたいと考えております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今回の聞き取りの中

でも、第５期介護保険計画だとか、第６期だ

とかありますけれども、そうするとこの計画

そのものの中で限らず、可能な限り受け入れ

る団体等を模索に入るという形で、極端な話

ですよ、もうこの春から受ける施設を運営で

きるよという団体があれば検討に入れるとい

うことでいいのですね。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 美幌町の現状か

らいきまして、やはりその施設、床数が足り

ないというような現状がございますので、そ

の辺も含めてそういうことを認識しながら新

たな施設を検討してまいりたいと考えており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） よくわかりました。

それでは、続きまして１０７ページの地域

支援事業委託料のところで、この中には今現

在、障害福祉サービス事業やっている菜の

花、菜の花が今回、事業をたしかマイスペー

スのほうに移行するということだと思うので

すけれども、現在、菜の花は町のいろいろな

支援等を受けて本当に長い間、こつこつ一生

懸命障害対策としてやってきたと思うのです

けれども、今回、マイスペースのほうに移行

する段階において、委託受け入れのほうが日

中一時支援事業だとかの部分の利用料の負担

という形でやると思うのですけれども、もと

もと菜の花も補助事業の中で支援として町の

ほうでも手厚く応援をしたと思うのですけれ

ども、今回、マイスペースやることによっ

て、それらと同じように運営等についての支

援だとか、またこの建物も新しいものではな

いので、水道だとか光熱費も多分かかるのか

なという部分において、どの辺の範疇まで今

現在では対応する予定になっているのか、

ちょっとお聞かせ願います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃるよう

に菜の花につきましては、緊急経済対策で現

在まで対応してまいりました。

それで、２６年からはマイスペースが受け

皿となっていただけるというようなことござ

いまして、引き続きその日中一時支援所とし

て一定の金額、単価で委託事業として支援し

てまいりたいと、そのような予算編成となっ

ております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今の部分について

は、その日中の分ということがわかったので

すけれども、施設の運営の中にどうしてもこ

ういうふうな施設の場合、僕たち町民から見

たらこういうふうな使う方が多くならないこ

とが望ましいのですけれども、たまたまここ

に利用なさる方も１０名から２０名はいると

思うのですけれども、ただ感覚なのですけれ
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ども、１０名、２０名の受け入れで今の菜の

花と同じような支援であれば受けるほうもい

いのかなと思うのですけれども、若干、運営

等が厳しい場合、菜の花と同じような形での

支援というのは当然、民生部でもお持ちに

なっているという確認をとりたいのですが、

どうでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今までは緊急経

済対策という、緊急的なその扱いとしており

ましたけれども、今後は一時支援所としてき

ちんとした一定の単価、それから国費も入っ

てきますので、その中で一定のルールの中で

支援ができるというふうに考えておりますの

で、今までとはちょっと違う、一歩前に進ん

だような形の支援になろうかなというふうに

考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） １０９ページの一

般事務費の中の子ども・子育て支援新制度シ

ステム対応業務委託料ということについて、

委員会の中でも説明は聞きました。理解はし

ているところなのですけれども、これは新制

度ということで２６年度からいろいろな事業

計画などされていくのだろうと思うのですけ

れども、ただ一つだけ美幌の町は待機者がい

ないということなのですけれども、あくまで

も子ども・子育てに関しては利用しすやすい

システムだけはきちんと整えていただきたい

なと思っています。

国の制度にのっとって計画立てていくのだ

ろうと思うのですけれども、美幌については

国の制度もありますけれども、独自の支援制

度、利用しやすい制度をやはり考えていくべ

きではないかなというふうに思っていますの

で、十分、考えた上で計画を立てていただき

たいというふうに希望いたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 現在、国のほう

でいろいろと進められているのですが、なか

なか情報が入ってこないというのが状況でご

ざいます。

ただ、子供さんを育てる上で、子供さんに

とって、その保護者にとっていろいろなその

仕組み、それから負担をある一定の基準を定

めて、幼稚園も保育所も同じような形で子育

てできるような仕組みというような形で進め

てまいりたいというふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １０１ページの高齢

者福祉費の一般事務費、今回、高齢者保健福

祉計画並びに第６期の介護保険事業計画の策

定にかかわる、それらに対する住民ニーズの

調査の説明を受けました。

この中で、先般、配付されました第５期の

総合計画の第９次の実施計画において、小規

模多機能の居宅介護施設というのは、これは

以前から検討課題でありまして、引き続いて

検討ということになっているのですが、御存

じのとおり隣の津別町で４月８日に小規模多

機能の施設がオープンしていくということ

で、私自身も国はいろいろな形で在宅という

ようなことを積極的に言っておりますけれど

も、実態としてはなかなか在宅での介護とい

うのが極めて厳しい環境にあるということを

考えると、積極的にこれらの施設整備につい

て町、現状ではどのような考え方を持たれて

いるのか、その見通しなんかについて現状で

わかればお答えいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 先ほど、松浦議

員の質問にございましたように、美英福祉寮

含めて、やはり施設については足りない状況

がございます。その中で、津別町なり留辺蘂

町なり、新たな新しい事例もございますの

で、その辺、研究してまいりたいと考えてお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ぜひ、施設の見学会

も今月末に行われて、８日から正式にオープ

ンするというお話も聞いておりますので、津

別に限らず、管内の小規模多機能というのは
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これから非常にニーズとして高い、通所もで

きる施設でありますので、そういった面では

非常に住民の皆さんが期待している、美幌町

にはない施設でありますので、ぜひ先ほどの

松浦議員の質問の答弁でもありましたが、恵

和福祉会だけばかりではなくて、できないと

すれば他の町村での法人へのアプローチと

か、そういったような部分について積極的に

取り組む中で、いち早くできればこの実施計

画の中に実施年度が明記できるように、さら

なる行政としての取り組みについて考え方を

お聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 福祉施設の整備のこ

とでありますけれども、従来、美幌町は民間

の力をかりながら進めるということなので、

この柱はしっかり守っていきたいと思ってお

ります。

それで、量と質をどういうふうに充実させ

ていくかということでありますけれども、量

にしても質にしても、いずれにしろ民間の力

をかりながら進めていくと、あとは一つの例

として国保病院の療養型のやつをどうするか

も含めて、いずれにしろ議員おっしゃるとお

り在宅ではなかなか冬が６カ月間、冬の中に

埋もれる中では厳しいと思いますので、やは

り施設サービスというのが求められるという

のが現実だと思います。

そのような中で、やはり行政ができるとこ

ろはやりながら、民間で採算合う部分につい

ては民間の皆さんの力をかりたいと、そのよ

うにこの柱だけはしっかりしながら、ほかの

町村と議員おっしゃいましたけれども、やは

り美幌では従来、しっかり根をおろしてやっ

ていただいているところあるので、そこにま

ず御相談をしながら、いきなりほかの商売

も、社会福祉法人なりお願いするということ

になると信頼関係の問題も出てきますので、

そこら辺、微妙な面もありますので、しっか

りその辺、見きわめながら進めていきたい

と、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長言うのは、私は

その恵和福祉会との話しの中で今、現状、難

しいということですから、将来に向けて全く

できないということではないだろうと思いま

すが、やはりそういう経過を十分、尊重しな

がら、しかしながらそういう法人がなかなか

現実的にそういった事業の展開が極めて難し

いというふうな状況に至れば、やはり他の法

人も視野に広げた中で、どうやってそういう

施設整備をできるかというようなことについ

て、どこかの時点で町としてはやはり一定の

判断をしながら、他町村の取り組みも含めた

中で前向きに検討いただきたいということで

す。特に答弁は要りません。終わります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） １０９ページ、児童

福祉費にかかわって、一般事務費の補助金４

６８万円が計上されております。認可外保育

所利用者補助金ということで、疑問点整理の

段階で資料もいただいておりまして、その中

身はゼロ歳児、１歳児、２歳児の認可外保育

所の保育料と町の保育料との差額を補助した

ものだということで、計算もぴったり合って

おりますので、それはそれでしっかり受けと

めたいと思います。

それで、一つお伺いいたしますが、保育所

の運営は保育料だけではなかなか難しいと私

は、公的な保育所においても保育料で運営す

ることは絶対不可能ということで、税金の投

入なくしては保育所の運営はできないという

ように押さえております。

町長は、施政方針の中でも公立保育所だけ

ではなくて、民間の力もかりて保育を進めて

いこうというようなお考えですが、率直に申

し上げてゼロ歳児、１歳児、２歳児と、年齢

が若くなればなるほど、多分、国の決めてお

ります、そもそも保育料積算の単価の人件費

が相当、厳しく押さえられていて、そのとお

りでは運営ができないというか、責任を持っ

てお子さんを預かることができないと、こう

いう状況にあるのだというように思っていま
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す。

したがって、私立の保育所においては、運

営が極めて厳しいという状況がここ数年続い

ているというように思っております。

予算書の中ではなかなか保育料の差額に対

する補助というのは従来されているのです

が、それ以外の運営費補助というのは全く浮

上してこないということで、多分、これまで

も検討されてきた経過があるのではないかと

いうふうに思うのですが、その経過も含めて

保育料との差額だけで押さえている根拠をお

示しいただきたいと、まず思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃるとお

り、保育料のその差額分について、町ができ

ない部分についてゼロ歳から２歳にまでにつ

いては民間にお願いしているというような状

況がございます。

その部分につきましては、その保育料の町

がやった場合にどれぐらいかかるか、その差

額、要するに認可外保育所がどれだけの経費

で賄えるかという単価を決めていただいてお

りますので、その町がやったとした場合に所

得水準に応じて、その差額を補助として保護

者のほうに出すというような仕組みで支援を

させていただいております。

そのほかの支援の方法といたしましては、

例えば障害児、障害の子供がいた場合につい

ては、その部分については町はその部分につ

いて補助をするというような形を今までも

とっております。

そのほかについては、やはり保育所の運営

費の補助というのは、町も認可の保育所を

持っておりまして、その部分と重複する部分

がございます。それで、このような町が補え

ない部分についての補助というような考えで

支援をさせていただいて、助成をさせていた

だいているというような状況でございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 確かに町に認可保育

所はありますが、認可保育所では実施してい

ないゼロ歳児などがありますので、多分、質

問は３回しかできませんので、２回目ですか

ら端的にお聞きしたいと思います。

美幌町として、ゼロ歳児保育を公的に行わ

ないという表現は今までなかったというふう

に思っております。ただ、検討した経過があ

るのではないかと、具体的に。

その場合に、あくまでも公的保育を進める

べきなのか、あるいは町長がお話されており

ますように、公的保育と私的、民間の保育等

のかねあわせを十分見ながらやっていかなけ

ればならないと、こういう判断も実はあるの

だろうというように思います。

それで、ぜひこれは全町的な議論ももちろ

ん必要になるのだと思うので、公立でゼロ歳

児保育などを行った場合、一体幾らの試算が

されたのか、具体的にお示しいただければあ

りがたいというように思います。

あわせて、美幌町は表面上は保育の待機児

ゼロという形になってはいます。しかし、こ

こにおける民間の認可外保育所の果たしてい

る役目というのは大変、大きいなと、多分、

乳児で１０人以上、ゼロ歳児で１０人以上、

ゼロ歳から３歳未満児で４０名以上、年間預

かっていただいているということで、結果的

には待機児ゼロになっていますが、しかし、

年度初め、あるいは年度途中、年度末という

ことで、非常に変動がございまして、いつで

も職員をストックすることはできないのだと

いうようなことで、場合によっては希望者が

いても何カ月かお持ちいただくというような

状況も現実にはあるというように私は押さえ

ているのですが、そういう非常に厳しい状況

にあると、民間の保育所の状況ももう一方で

は視野に入れて検討されてもいるのではない

かと思うのですけれども、それらについてで

きるだけ具体的に御答弁いただければと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 公的にできない

かというお話がございまして、今ちょっと資

料はないのですが、例えば施設の増築である

だとか、そのようなものについては試算はし
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ております。ただ、今、数字はちょっと申し

上げることできませんけれども、そのような

その経費がかかること、それからおっしゃる

とおりゼロ歳児から２歳児までについては保

育士が少人数でやらなければならないという

ような状況もございます。

それで、現在、次世代育成行動計画の作成

を２６年度にいたしますので、その中で今現

在、ニーズ調査、結果がある程度、集計まで

はできております。

ただ、まだ分析はできておりませんので、

そのニーズ調査の結果を見まして、今後どの

ようにするかというようなことで検討してま

いりたいというふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、民生部長から答

弁させていただきました。

公立でやったらどれぐらいかかるかとい

う、今ちょっとデータありませんけれども、

相当なお金を要すると。

それは何かというと、やはり配置基準があ

りますので、多分、１対２とかという、そう

いう配置基準になってくると思います。ま

た、職種も保育士以外に看護師を配置したり

というような、まず配置基準が一つ大きな

我々としては壁になってくると。

それともう一つは施設基準も当然、出てく

ると思います。保育室だとか、そういった施

設もつくらなければいけないということで、

多額なお金になるということであります。

民間にお任せできるところはしっかり民間

にというような考え方、柱はそこに置きなが

ら、やはりこれもいつも言いますけれども、

保育だとか、ゼロ歳児だとかの部分について

も地域事情によって全く違うわけですから、

だからやはりもうちょっと分権が進んで補助

金、負担金から交付金にかえたように、我々

の手元に自由に使えるお金があれば、そうい

うところも多分、できるというようなことも

含めて、引き続き国あたりには声を上げてい

きたいと思います。

また、民間にお任せするというのは、社会

福祉法人はそれなりの理念を持ってやってお

られます。また、今はゼロ歳児からやってい

るところはＮＰＯ法人であります。そういっ

た志の問題もありますので、我々がどんどん

介入していくことが果たして正しいのかどう

かということもやはり、いろいろあると思い

ます。

やはり、志をしっかり持っておられる法人

なので、そういったものを崩さないようにや

はりしなければ、これはだめだと思いますの

で、その辺の兼ね合いも十分考えていきたい

と、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 最後になりますの

で、一つはぜひ美幌町が積算をした、公立で

行えば一体幾らぐらいの税を使わなければい

けないのかという試算は多分されていると思

いますので、後刻、資料として配付いただけ

ればありがたいと。それは、議員もそうです

けれども、やはり税の使い方として公的に行

うべきなのか、あるいは民間の力をかりるべ

きなのかという判断をする上で大変、大事な

資料だというように思っています。議論の手

掛かりが一切ないというのが現状ですので、

ぜひそういう点では資料をいただきたいとい

うように思います。

もう一つは、美幌町の場合は営利を目的に

しない法人ＮＰＯがされているということ

で、一般に民間が行うことは利益を追求する

というような見方がありますが、決してそう

ではないというのが美幌町でも各分野で見受

けられて、この認可外保育所の場合も私はそ

のように思っています。

同時に、預ける親の側からすれば、質的に

も公的保育所と同じレベルものをぜひ、これ

は期待するのは当然なのです。しかし、賃

金、保育士の賃金などをお聞きしますと、大

変、公的保育所との差はあると、低賃金とい

うのが実態です。営利を目的にせず、しかも

相当、ボランティアとはもちろん申しません

けれども低賃金で運営されていて、そういう

中身は四十数名のお子さんの保育という状況
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で、一方で展開されているという中身につい

ても、私は美幌の保育の実態としては公私の

状況について、大いに町民的な議論がいよい

よ必要だなというふうに思っています。隠さ

ないで実態をまな板の上に乗せて、ではどう

すればいいのだということを議論する上で、

ぜひある資料についてはお出しいただきたい

というふうに思っています。

そこで、最後になりますので、私、この議

会の中でも何回か町長の発言の中で公的、私

的、民間の力もかりながらということを何回

かお話されていますので、町長としては大

体、腹が固まってきているのではないかとい

うように思うのですが、現状でどのようにお

考えでしょうか。あくまでも、今まで公的な

保育の中でやろうという方針は消えていない

わけで、しかし民間の力もかりなければいけ

ないという、そういう二つの命題があるの

で、そろそろ自分としてはどう思う、ゼロ歳

児保育などについて、あくまでも原則、公的

保育だというふうにお考えなのかどうか、あ

いまいであるならあいまいであるということ

も含めてお示しいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、議会論議に資

料として、今、今議会ではちょっと難しいか

と思いますので、次の機会までに出せるよう

であれば、今議会ではなくてということでよ

ろしいですか。

それと、あとは公立と民間の力をどうかり

るかということも、柱としてはそういうとこ

ろに民間のできることはしっかりやっていた

だくという柱は、そんな中でやはり公立のほ

うも今、保育所、常設の保育所２カ所、それ

からへき地、それから季節とあります。それ

で、公的な役割をどう果たしていくかという

ことについては、この保育所だけ見てもだめ

だと思います。ですからへき地だとか、季節

もどうしていくのかということの中で、全体

の中でやはり判断していかなければ難しいと

思います。

ですから、新しいところに財源を振り向け

ようとすると、公立の中でもまだまだ再編で

きるところはあると思いますので、その辺の

検討をしなければ、なかなか難しい、全体像

をどう描くかについては、やはり局面だけ見

ても私はだめだと思いますので、保育環境全

体でどう考えるかということが重要だと思い

ますので、今、私が今予算の編成の中で今回

ここで認可外保育所の利用者の補助の話も聞

きました。

そのような中で、ちょっと時間はかけて

も、この保育所全体をどうするかと、実は季

節保育所を期間延ばした時期も実はありまし

た。今、多分１カ月ぐらいですか、休んでい

るのは。季節ですから、季節で農家の繁忙期

だけでいいといえばいいのですけれども、地

域の事情がいろいろあったり、要望があった

りして延ばしてきた経過もあります。

ですから、トータルで考えていきたいと思

いますので、これは少しの時間必要だと思い

ます。いずれにしろ保育についても、やはり

民間の力をかりるというようなことは重要な

ことだと思っておりますし、その中で先ほど

言った、やはりＮＰＯ法人であるというその

志のところで余りに我々が手を出し過ぎて、

その志が不透明になったりというような、折

れてしまうようなことがないようにだけは、

しっかりしていかなければいけないと、その

ように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 今、大江議員が質

疑されたページ数、１０９ページ、同じこと

であります。認可外保育料補助金のことにつ

いてであります。

町長にはお手元にはないかと思いますが、

資料をいただいているところであります。そ

の資料の項目を言うと、整理番号２３の裏表

紙に書かれている表をもとにして、ちょっと

お話を聞かせていただきたいなということで

ありますので、もし資料がございましたら

ちょっと見ていただきたい。

その上で、保育園の限度額、町保育料、補
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助単価、月数、人数というぐあいに書かれて

いる表でありますが、私は美幌町の保育の保

育園という仕組みはある意味では人件費度外

視した中で、あえて言えば人件費は人件費で

職員としての雇用の中で処理された上で、親

からいただいているお金という意味では、こ

ういう金額になると思いますが、そのこと

と、先ほど大江さんが、もし美幌町がおやり

になるのだったらというのも全く同意見です

ので、その資料要求はしてみたいなというこ

とは先に触れさせていただきますが、本来、

これ以上とれない、とるということではなく

て、人件費を含めた中で組み立てていかなけ

れば、このゼロ歳児にしても、１歳児にして

も、２歳児にしても、保育園料というのは保

育料というのですか、所得のあれによっても

町保育料は変わっていくとは思いますが、現

実、今の段階でゼロ歳児、１歳児、２歳児

は、美幌町はおやりになっていないという中

で、まず人件費そのものを別扱いするのでは

なくて、実際に保育にかかるものという趣旨

で資料はつくっていただきたいという意見だ

けは申し上げておきたいなと思っています。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 資料については、先

ほどお話ししたように今議会ではちょっと難

しいと思いますので、十分練った中でお示し

したいと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに、質疑される

方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、民生費を終

わります。

次に、４款衛生費、１２０ページから１３

１ページまでの質疑を許します。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １２１ページ、衛生

費の４款１目１項の一般事務費の中にある医

療従事者就業支援補助金について、この１点

であります。

実は、これは昨年度から導入ということ

で、昨年度も結構な方がこの補助金をもらっ

ていると、ことしについても１年目経過した

ということで、さらに就業補助金が加算され

るということ、今回も予算がふえたと、これ

については次年度はまだ加算額がふえなけれ

ばならない補助金だということも知っている

のですけれども、昨年、この補助金を導入す

るに当たり、ちょっと一、二点確認したこと

がありまして、実はこの部分について給料、

要するに受ける事業体が給料の跳ね返りで受

けている方の情報をもとに給料の減額措置は

しないという前提が必要だということは言っ

たつもりなのです。

これについての確認がきちんとされていな

ければ、１年目就労した後に出てくる２５万

円、年間２５万円の就業支援補助金がせっか

く町で負担しても、本人のために有効利用さ

れなければ、ちょっと残念だと思いますの

で、その辺の確認についてどのようにしてい

るのかというのがまず１点。

それと、大きく２点目なのですけれども、

この支援事業に当たりまして、多分、医療の

企業もアピールしているし、町もアピールし

ているのですけれども、残念ながらこの申請

が受け入れにかかわらず漏れている人なりの

確認等はどのようにされているのか、またそ

れらについても追加で受けれるのかどうかも

含めて確認とりたいです。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 給与の減額とい

うことはあってはならないということでござ

いますので、現在は確認しておりませんけれ

ども、各事業所にそのようなことがないよう

に確認してまいりたいと考えております。

それから、各事業所の説明につきまして

は、説明会開きまして、そこで各事業所に御

説明申し上げて申請していただくような形を

とっております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 事業所のほうはいい

のですけれども、漏れている人がいるかどう

かの確認がどのようにされているのかという

部分がちょっと聞きたいなというのと、あと
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は僕たちみたく結構な年齢になると、この就

職についてのハローワークだとか、そういう

ふうな求人のところに行くわけでもないもの

ですから、なかなか目にすることはないので

すけれども、こういう部分について広く発信

については十分、機能しているのか、そして

ことしについても、また来年もそうですけれ

ども、いろいろな学校だとか、いろいろなそ

ういうセンターだとかあると思うのですけれ

ども、そういうところに美幌町のこの事業、

これだけ補助金なり対応して、ぜひ美幌で働

いてくださいというアピール活動が十分なさ

れているということがよくわからないもので

すから、それについてもちょっと最後にお願

いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 町内の事業所で

ございますので、事業所にきちんと御説明申

し上げると、事業所にとってもメリットはご

ざいますので、その辺、事業所もいろいろと

求人努力されていると思いますので、漏れて

いないというふうに信じております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） この１２９ページ

の鉄くず、新しい今度は直営で行うとおっ

しゃっていました、今まで鉄くずの収入源は

なかったのですけれども、今回、直営で新し

くやるということで、新しい収益が発生する

と思うのです。その方法を業者も絡んでくる

と思いますので、その方法をお聞かせくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 環境生活主幹。

○環境生活主幹（石坂 聡君） 美幌町のリ

サイクルも含めて、あらゆるものについては

再利用するような方向で進んでおります。

その中で、鉄くずについては、実情ちょっ

と説明しておきますけれども、森商会、リサ

イクルの収集組合ですけれども、その中の森

さんのほうで、その処分についてを行ってお

りました。

ただ、従前、鉄くずについては１７年以前

のお話になりますけれども、なかなかペイす

るものではございませんでした。このころに

なって、例えば北京オリンピックとか、大震

災の影響もあって価格については高騰してい

るような状態です。

その中で、美幌町としてもできるだけ収入

を確保したいということもありまして、鉄く

ずについては森さんとお話をしまして、直営

でやるような形で処理を考えております。

内容的には、業者さんがふえれば入札制度

の中で、それも含めて検討してまいります

し、ただ業者さんも個別の資格とか、いろい

ろな資格ございますので、登録した中で参加

していただくような形になろうかと思いま

す。

これまで森さんで扱っている量については

年間約６０トン程度になってございます。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、衛生費を終

わります。

暫時休憩をいたします。

再開を１１時といたします。

午前１０時４９分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

５款労働費、１３２ページから１３３ペー

ジまでの質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、労働費を終

わります。

次に、６款農林水産業費、１３４ページか

ら１５１ページまでの質疑を許します。

１番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） １３９ページのエゾ

シカ対策事業費の件についてですけれども、

聞き取りのときにエゾシカ解体処理施設の建

設、今年度補助事業の活用など引き続き検討

を進めるという前向きな回答をいただいたわ
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けでありますけれども、その後に答弁の中で

平成２５年度はエゾシカが減少していると、

そういうお話があったのですけれども、全道

的に言えばエゾシカふえ続けているのです。

平成２５年度も２４年度から比べたら結

構、捕獲、駆除頭数はふえているのですけれ

ども、新聞なんかでも結構、増加の傾向にあ

るという報道が何回もなされております。そ

してまた、国のほうでも鳥獣保護法ですか、

エゾシカの対策として見直しの検討に入る予

定という新聞で耳にしております。

ですので、このエゾシカ解体処理施設、昨

年の４月以降、ＪＡ及び猟友会美幌支部と協

議を重ねるとともに、ほかの町のこういう施

設の視察も行ってきたと、１年間いろいろ御

苦労を重ねて本当に前向きにやらなければな

らないということでありますから、ぜひ進め

ていただきたいという私の考えであります。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） エゾシカの個体数

については、年によって大きな違いがあろう

かというふうに思っています。

集団で移動しますので、２５年度少なくて

も２６年度がどうかということもわかりませ

んので、ただそのエゾシカの捕獲について

は、その後の処理について課題が多いという

ことがございますので、処理施設については

今後ともＪＡ、あるいは猟友会ともに協議を

しながら、できればハンターの方がなるべく

駆除しやすいような方向での施設整備につい

ては進めていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ぜひ、前向きに真剣

に考えていただきたいと思います。

以上で終わります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑のある

方。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） １３５ページの農業

総務費、ＴＰＰ対策の啓発資材にかかわっ

て、もう一つは１３９ページ、農業振興費、

みらい農業センター費にかかわって２点、御

質問いたします。

一つは、今回の予算計上は啓発用にのぼり

旗をつくるのだということで予算計上されて

おりまして、これは従来から行政としてＴＰ

Ｐの危険性を啓発するということでは、大変

有効な手段であったというふうに思って評価

をしております。

同時に、昨年暮れまでに何とか協定締結に

なるのではないかという期限を設定された取

り組みでしたので、昨年の取り組みは一定程

度、７月の管内的な集会も含めて盛り上がり

を見せておりましたが、期限つきということ

もあって、特にオホーツク管内では足踏み状

態が続いています。

しかし、十勝では年明けても引き続き、取

り組みがされているということで、息の長い

取り組みが道内でもされているということ

で、時期的には一つの山場は４月の下旬かな

というように思っておりますが、オバマ米大

統領が来日されて首脳会談が行われるという

ところが大きな山場になるかもしれないと、

あるいは長引くかもしれないというような状

況であります。

そこで、美幌町としては１１団体ですか、

ＴＰＰに反対すると、あるいは考えるという

ことで組織がつくられておりますが、そこの

かなめ、あるいは事務局を美幌町は担当され

ているかというように思っているのですが、

息の長い取り組みということも含めて再びや

はり取り組みをしっかり進めていく必要があ

るのではないかということで、予算的には頭

出し小さいわけですけれども、取り組みにつ

いて管内のリーダー的な役目を果たすという

上でも、そろそろ一時的な冬眠から目覚めな

ければ大変な事態になるのではないかという

ように思っておりまして、御決意を改めて聞

かせていただければと思います。町長の思い

を聞かせていただければありがたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この話が出てから当
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初から気持ちは全く変わっておりません。農

業ばかりではなく、地域や暮らしの問題で大

変なことになるというようなことで、ただ、

１２月危機、１１月が危ないと言われたのが

どんどん延びてきているので、そういった意

味では息切れしないように、やはりそういっ

た対応も必要だと思いますので、気持ち的に

は変わりませんけれども、その方法について

は前から言っておりますように美幌町だけで

は小さな力なので、連携できるところ、連帯

できるところについてはしっかりとやりたい

と思っております。

それと、協議会については１３団体という

ことでありますので、状況によってはまた招

集をして美幌町の取り組みをどうできるかに

ついては、その会議を通じたりの中で協議を

していきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 美幌町が町民向けの

取り組み、多分、若干異論があるかもしれま

せんけれども、私的には全国で最も進んだ取

り組みを蓄積されてきているというように

思っています。トップと言ったら語弊が、や

や十勝管内に響きがありますので、トップ３

の中には入っているというふうに思っており

ますので、しかし、朝から晩までテレビや全

国の新聞を見ている限りでは相当、多くの町

民、影響受けていいのではないのという方々

がふえているのではないかなというようにも

思っておりまして、継続した取り組みをぜひ

行っていただきたいと、１１団体ではなくて

１３団体ということで、私自身の認識もしっ

かり改めた上で議会のメンバーとしてもしっ

かり取り組んでいきたいというふうに思いま

す。これは、これで結構であります。

１３９ページ、みらい農業センター費につ

いて、基本的なことを１点、聞かせいただき

ます。

昨年の暮れから伏せ込みのアスパラガスの

名前を公募するというようなことで、新ため

てみらい農業センターの取り組みは立茎アス

パラ、伏せ込みのアスパラ、しかも伏せ込み

は１１月取りとしては全国初、美幌だけとい

うようなことで、話題性も出てきているかな

というように思います。

また、イチゴの苗取りというようなことも

含めて、一定の広がりも持ってきていると。

町民の中には、なぜ美幌でみらい農業セン

ター必要なのかというような、正面切った議

論も実はあります。私的には、人口２万人程

度の町で新規就農の拠点の施設であり、ある

いは新しい作物を開拓をしていくという点

で、果たしてきている役割は大変、大きなも

のがあるというように思ってはいるのですけ

れども、改めて今、どういうような状況にあ

るか、費用対効果という点でぜひわかるよう

にお話をいただければと思います。

あるいは、１１月取りの伏せ込みアスパラ

が相当値段も高いと、高かったように記憶し

ておりますが、将来性も含めてお示しいただ

ければありがたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） みらい農業セン

ター、平成１２年４月に無償譲渡を受けて、

１２年７月に開設をしてきたわけでございま

す。

この間の農業センターの取り組みを考えた

ときに、十分に果たしてきた役割については

価値があるものだというふうに認識をしてお

りますし、新規就農者の育成、あるいは振興

作物を含めて取り組んできたものがＪＡの振

興計画の中での中心的な作物となり得るとい

うようなことも含めて、農業センターが果た

してきたこの間の役割というのは、美幌町の

農業振興にとっては大きな役割を果たしてき

たのだなというふうに認識をいたしておりま

す。

費用対効果につきましては、そのお金の面

では換算できないものがたくさんあるのだと

いうふうに思っていますし、町は当然、経費

をかけてきているわけですから、それが最終

的には農業振興につながって、農業所得につ

ながっていくということも、今後とも進めて
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いきたいというふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） おもてに出せるもの

があれば、大いに出していく必要があるので

はないかと、私は面と向かって必要ないとい

う言われ方をされたことも近年あります。

しかし、多分、情報が提供されていない

と、私自身も含めて十分に実態を把握されて

いないなというように思っています。

特に、美幌町の場合、とてつもなく大規模

な畑作地帯ではないということで、野菜の導

入だとか、園芸的な意味合いも含めて裾野を

どんどん広げていかないと将来的には大変、

厳しい状況を迎えざるを得ないというように

思いますので、そういう意味でも改めてみら

い農業センターが手がけて、しかも成果を挙

げているという部分については、できれば具

体的にお示しいただければありがたいという

ように思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 実はこの間、農業

センターが基本的には高収益作物、あるいは

小面積でできる作物を中心として、この地域

の適合性について研究をしながら振興を図っ

てきたところでございますけれども、これま

でアスパラはもちろんでございますけれど

も、いろいろな形でトマトですとか、あるい

は昨年から薬草もやってございます。

いろいろな形で農業センターが取り組んで

きた作物の中で、それぞれ経済効果がどれぐ

らいあったか、あるいは農家所得においてど

のぐらいの所得として上がってきたかという

資料も積算をさせていただいております。

きょう、ちょっと持ってきておりませんけ

れども、そういった資料もございますので、

こういった形で美幌町の第１次産業について

の役割をきちんと果たしているという部分に

ついてはＰＲをしていきたいというふうに考

えております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １３７ページの農

業振興費の中の一般事務費の補助金で、てん

菜育苗センター附帯事業補助金、これが大き

い一つ目。大きい二つ目は、１４１ページの

牧野維持管理事業費、大きい三つ目は１４７

ページの林業推進事業費のペレットストーブ

点検整備委託料ということでお聞かせ願いた

いと思います。

まず、大きい１点目であります。１３７

ページのてん菜育苗センター附帯事業補助

金、１,５００万円、総務部長のこの予算の

説明のときに１,５００万円が３年間続くよ

うな説明と受けとめた議員が私ばかりではな

くて本会議場ではいるものですから、いま一

度、これは単年なのか、１,５００万円が３

年間続くのか確認したいという意味の話であ

ります。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） １,５００万円に

つきましては、設置に伴いまして補助対象外

経費が出てきます。それに対する初期投資に

係ります町の負担として１,５００万円とい

うことで予算化をしておりますので、単年度

限りの支出ということになります。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １４１ページの牧

野維持管理事業費の中の嘱託職員賃金であり

ます。端的にお聞きさせていただきますが、

２５年度も額は６万円ぐらい違うのですが、

項目としてあります。

流れとして、これが何年間、行政側として

この嘱託賃金を計上していかれるのかなとい

う思いで、今回の予算は予算とした上で、今

後も含めたお考え方をお聞かせ願えればなと

いうところであります。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 嘱託職員賃金、こ

れは峠牧場の場長の賃金でございます。この

間、ワタミと基本協定を結ぶときにさまざま

な形で協議をさせていただきましたし、委員

会のほうにも御報告をさせていただいており

ますけれども、２５年度からワタミが運営を
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開始をして、この間、場長の処遇等について

ワタミと協議をさせていただいているところ

でございます。

基本的には、場長については人工授精、そ

して牧野の維持管理の指導といいますか、そ

ういった形で峠牧場に従事をしているわけで

ございますけれども、一つは預託牛の受け入

れについては人工授精の需用が多いというこ

とからいって、今、ワタミファームでは人工

授精師がいないということで、美幌町で峠牧

場に人工授精場を開設をしているということ

もあって、ワタミファームについては人工授

精師の配置について協議をさせていただいて

ございます。

そういった形の整理ができた段階で、この

場長の人件費については、それと付随をして

いくものだというふうに考えておりますけれ

ども、それが何年度に配置ができる、あるい

は身分移管含めて協議ができるということ

は、確定的なことは申し上げられませんけれ

ども、２６年度についてもワタミのほうとは

引き続きそのことについては協議を図り、早

期に解決をしていきたいということで考えて

おります。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 相手があることだ

と思っていますが、今までの経過があります

ので、最大の努力をしていただきたい、それ

とともに場長という位置づけの言葉でありま

したけれども、経営主体が向こうだと私は

思っていますので、何かしら言葉的に言えば

場長というのはそこの責任者、管理者みたい

なこと、経営主体も含めて、そこら辺の言葉

の確認という意味で、場長という意味合い、

いま一度ちょっと御確認をさせていただきた

い。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 実は、美幌峠牧

場、今はワタミのほうで運営をしております

けれども、一部は公共牧場としての性格も有

して、それを引き継いで運営をしていただい

ているところでございます。

あくまでもストマネをやったときに、その

形の中で美幌町があくまでも峠牧場に関与し

ていきますよという形の中での話も北海道と

の中で整理をさせていただいておりますの

で、今現在は場長という形で整理をさせてい

ただいておりますけれども、運営主体はワタ

ミのほうにもワタミ側の場長という人間がい

らっしゃいます。ですから、そのことも含め

て名称含めてどういった形がいいのか、ワタ

ミとも協議をしていきたいというふうに考え

ております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） そこら辺の整理も

含めて速やかな対応をお願いしておきます。

次に、大きい項目の３番目、１４７ペー

ジ、ペレットストーブ点検整備委託料、これ

は質疑したくなかったのですけれども、こん

なに毎年毎年、整備料かかるものかなと。と

いうのは、特別一番下の行、予算書の下の

行、聞くつもりはなかったのですけれども、

毎年これだけ整備料がかかるようなストーブ

だったら、補助金をそのまま聞くつもりはあ

りませんが、そのものを聞くつもりはありま

せんが、なかなか行政が力入っても家庭に

入った場合、維持管理費というのが相当かか

るなという印象を持つものですから、これは

いい悪いは論ずるつもりはありませんけれど

も、もう少し例えば美幌町内の方が整備なさ

るのか、ある意味ではメーカーから来てス

トーブの整備されているのか、そういう意味

でちょっと情報を聞きたいという趣旨でお聞

かせ願いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 今回４万４,００

０円、ペレットストーブの点検整備委託料と

いうことで計上させていただいております。

これは台数にして２台でございますけれど

も、これは平成２２年度に公共施設に導入を

したペレットストーブの点検ということで、

導入してから初めての点検でございます。
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ですから、通常でいけば４年に１回の点検

という形で考えてございまして、これは普通

の灯油ストーブにおいても点検をすると同じ

ような形でございますので、毎年点検という

ことではなくて、今回の委託料につきまして

は２２年度に導入をした点検委託料というこ

とでございますので、御理解をいただきたい

と思いますし、点検については地元業者が行

うということでございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 委員会の中でも聞

いている話ですが、これは確認行為です。私

は３年に１回、今、３年経過したという意味

で４年目という言葉を使われたかなと勝手に

解釈しているのですが、ちょっとそこら辺の

ところを確認をさせてください。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） そのとおりでござ

います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑のある

方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、農林水産業

費を終わります。

次に、７款商工費、１５２ページから１５

７ページまでの質疑を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ２点ございます。１

５３ページの商店街活性化事業費の中の宅配

移動便利サービス利用促進事業補助金と、そ

の下の空き店舗活用事業補助金についてお尋

ねしたいと思います。

この事業について当初、いわゆる買い物弱

者というか、高齢者を中心にした対策から、

今回また商店街の活性化というのは、そうい

う赴きも含めて町のほうがいわゆる運営にか

かわる費用について、一定の支援をしながら

支えていきたいというようなことで、私のほ

うとしてはその辺の取り組みについては高く

評価しているところでございますけれども、

この中で私自身、この実績を見ると宅配サー

ビスで月、約３０件ぐらい、それから便利

サービスで７件ぐらいということで、対象者

が高齢者弱者の数から見ると、まだまだやは

り利用が思ったように伸びていないのではな

いかと。

そこで、新年度の予算の中に広告宣伝と

か、そういうことも含めて全体的な経費に対

して定額で６０万円補助するという考え方で

すけれども、有効なそのＰＲというのが町の

広報とか、あるいはチラシ、それだけに限定

したのでは、この先、利用者がそう大きく伸

びてはいかないのではないかというようなこ

とで、町、商工会議所で積極的にやはり地域

に出向いて、やはりそれらを必要としている

高齢弱者の方に、この制度のＰＲを連携して

取り組むような考え方を新年度でないのかど

うかお尋ねしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 会議所含めて、美

幌町が共同してということについては、ＰＲ

については考えてございません。というの

は、事業実施主体はあくまでも美幌商工会議

所ということで考えておりますので、今回、

この６０万円の補助につきましては、従来、

今、議員から御指摘のあったとおり高齢者、

特に買い物弱者を対象としてこの間、事業展

開を図ってきたわけでございますけれども、

今回、対象者については高齢者、障害者等い

わゆる買い物弱者は当然でありますけれど

も、ここから一歩、一般町民まで対象範囲を

広げるということで、いかにして町民の方と

商店街との結びつきをもう１回取り戻すかと

いうことを含めて、そのツールとして宅配移

動便利サービスを利用していくということで

考えてございます。

そういった意味におきましては、事業実施

主体のほうでさまざまな形のＰＲ方法、ある

いは最終的には集団的な御用聞き集団を目指

していくというような形でも考えていますの

で、そういった形でいけば宣伝等については

事業実施主体のほうで大いに宣伝をしていた

だけるものだというふうに考えております。
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○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 事業主体が商工会議

所だというのは私も十分、承知をしておりま

す。

しかしながら、町がこういう形でやはり支

援をして、商店街の活性化をやはり支えてい

くという、そういう立場からいえば、それは

商工会議所が第一義的にしっかりこの制度を

広く住民にＰＲしていくという、そういう責

務というのがありますが、そこはわかるので

すが、町としてもいろいろな機会、というの

は高齢弱者の人、あるいは障害者たちと出会

う機会というのは、町はいろいろな機会があ

ると思うのです。

そういう場面で、これらの制度について町

は支援をしていますと、ですからぜひわから

なければ説明伺ったり、会議所で行ったりと

か、そういう機会を捉えて私は行政の職員が

しっかりこういったＰＲをしていくというこ

とも大事な視点ではないのかなということ

で、商工会議所だけ事業主体だからというこ

とでお任せしているばかりではなくて、やは

り私はそういう町としての姿勢が必要でない

かなというふうに思いますが、いかがです

か。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） そういった機会が

あれば、町としてもＰＲをさせていただきた

いというふうに思っております。

ただ、今回のものについては商店街活性化

のツールとして使っていただきたいというこ

とで、町がまるっきりＰＲしないということ

ではなくて、やはり商店街、個店の皆様がど

ういった形でこの制度を運用していくかとい

うところが大きな課題ですよということの話

をさせていただいております。

そういった意味でいけば、個々の事業主

体、あるいはそこの中の連合商店街、スマッ

ピーカード会含めて、そういったところの取

り組みを大きく期待をしているということ

で、町がまるっきりＰＲしないというわけで

はなくて、やはり基本的にはこういった団体

が主体性を持って取り組んでいただきたいと

いうことでございます。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 何となくイメージと

しては、当初、買い物弱者高齢は民生が担当

して、今度は活性化対策ということで経済部

に、このお話を聞いていると何か行政の縦割

りで連携が十分できない、今度は経済部が担

当だから、そっちのほうは機会があればとい

う、具体的に機会というのはその高齢者だと

か、弱者を所管する部分というのは必ずしも

経済部ではなくて、民生部とか、そういった

ところが主になるのですね。ですから、そこ

と連携をとりながら私は町の広報でもいろい

ろな形でＰＲしているのや、チラシを折り込

みだとか、それは私も十分承知しております

けれども、やはりこういう仕組みがあるとい

うことを知らない対象者の方というのは、ま

だまだたくさんいらっしゃると思うのです。

そういった面でぜひ、経済部、民生部で連

携をとりながら、いろいろな機会を捉えて

せっかく６０万円出して支援していくわけで

すから、積極的に行政としても取り組んでい

くべきではないのかなと、ぜひ連携するとい

う考え方をお持ちですか。あると思いますけ

れども。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 実はこの事業、一

部、組みかえするに当たって、仮称でありま

すけれども、個々の運営協議会を設けて進め

ていくということになってございます。

この中に恐らく美幌町、あるいは社会福祉

協議会含めて構成がされるのだろうというふ

うに思っていますので、そういったところも

含めて連携を図りながら進めていきたいとい

うふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 次に、空き店舗対

策、これも資料で説明を受けました。

それで、この課題が何かということを私も

ちょっと気になっていたのでお尋ねに対して

空き店舗のいわゆる必要な情報が必ずしも行
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政、あるいは会議所で収集しているものが依

頼、問い合わせがあった人たちのニーズに応

えるようなところまで十分ではないというよ

うなことが課題ということでありましたの

で、ぜひ今年度、これだけ１７年から始まっ

て成果を挙げてきております。

しかしながら、まだまだ残念ながらシャッ

ター街というか、そういう言葉で表現され

て、空き店舗がそのままの状況というのがあ

りますので、ぜひ今年度、その必要な情報を

会議所、行政のほうと連携とりながらしっか

り把握して、充実するようなことを今年度、

取り組む必要があると言っていますからやっ

ていただけると思うのですけれども、その辺

の考え方を再度、確認したいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 空き店舗の情報に

つきましては、ちょっといつか忘れましたけ

れども、相当前に１回整理をしたというふう

にお伺いをしています。

ただ、そのときから相当、状況も変わって

きているということと、あるいはその空き店

舗が再度利用できるかどうかも含めて、その

情報すらないということもございまして、平

成２６年度、そういった形のきめ細かな空き

店舗の情報については会議所と連携を図りな

がら進めていきたいというふうに考えており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） １５５ページ、ス

カイスポーツ振興事業費、１点のみでありま

す。

このスカイスポーツ、私は毎日あそこに行

くわけではないものですから、現実、どのよ

うな活動という実績を行政側として評価して

いるのかという観点が１点と、二つ目、今後

も含めてあの場所、有効利用できるかなとい

うような思いもあるものですから、スカイス

ポーツという意味の位置づけ、美幌町は今後

も含めてスカイスポーツを振興していくのか

という観点で、この２点、お聞かせ願いたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 最初の質問の利用

状況でございますけれども、ＵＬＰについて

は利用はされておりませんけれども、ラジコ

ン等含めて利用されているということで、詳

しい回数等については資料を持ってきており

ませんけれども、そういった形でラジコンの

使用というような形になっていようかという

ふうに認識しております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） いろいろな事業が山

あり谷ありというようなことだと思います。

このスカイスポーツは一時は滝川、そして美

幌というぐあいに随分、活発にやった時期も

あります。

そのような中で、我々としては航空公園と

いうような位置づけもありますので、旗をお

ろさないで、今、多分、谷の部分だと思いま

すので、もう一度緩やかなテイクオフできる

ようにしていただきたいという気持ちで、旗

だけはおろさないということでやっていきた

いと思っております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 思いは受けとめて

おきますが、今後の事業展開の中で、ちょっ

と失礼な言い方になるかもしれませんが、そ

の思いで理解しなければいけないのでありま

すが、お荷物にならないかなという観点で

は、いま一度、町長のお考えをお聞かせ願い

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） スカイスポーツのと

ころに行っておられないということでありま

すから、雪解けたらラジコンとかやっていま

すのでぜひ行ってごらんになっていただきた

いなと思いますけれども、いずれにしろ今後

の事業、具体的なイメージ、わかりませんけ

れども、何かするにしても、やはりああいう

スポーツですから、やはり事故ないというよ
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うな話ではないので、そこは十分注意しなが

ら、ほかの事業が入ってきてもしっかりと調

整できるような、そのようなことをやはり考

えていきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、商工費を終

わります。

説明員交代のため、暫時休憩します。

午前１１時２５分 休憩

────────────────

午前１１時２５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

次に、８款土木費、１５８ページから、１

６９ページまでの質疑を許します。

総務費の地籍調査費を含めて行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 土木費の１６３

ページ、堤内排水対策事業費のみお聞かせ願

いたいと思いますが、予算執行のあり方とい

うことで、これは天候とかによって出動して

対応とる内容の事業費だと思っているところ

であります。

そういう意味では、昨年、暦の上では昨年

ですね、予算執行において足りなくなった場

合、速やかな補充をしておくべきだという意

見を述べさせていただきましたが、新年度に

おいてはどういうお考えか、考えをお持ちか

を確認したいという内容であります。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 予算の執行

につきましては、適正な執行に努めてまいり

たいと思いますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ちょっと聞き方ま

ずかったですね、執行はもちろん適正におや

りになると思いますけれども、予算執行上、

足りなくなるとかいう、これは備えるための

予算だという位置づけで申し上げております

ので、補充も含めた場合、速やかなる補正と

いうか、そういう観点での管理、予算執行上

の管理をどのようにお考えかという内容であ

ります。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 予算の管

理、進行管理につきましては準備等含めまし

て適正な時期、または補正、または専決など

をしてきちんと備えたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） １６７ページ、住

宅総務費の住宅耐震改修補助金についてであ

ります。

震災から身を守る部屋の確保につながる耐

震シェルターはこの補助の中に含まれている

かどうかお伺いいたします。

それ一つと、あと２点目は同じページの公

営住宅管理事業費の公営住宅駐車場整備工事

につきましてであります。この駐車料金も公

営住宅使用料と同じく減免制度があるとお伺

いしました。それで、その減免制度、駐車料

金にも減免制度があるということを町民にお

知らせしてほしいと思います。

以上、２点です。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 最初のほう

の耐震について私のほうから御説明させてい

ただきますけれども、耐震シェルターという

ような形の部分になりますけれども、耐震に

つきましては建物の耐震診断を行った中でし

ます。耐震シェルターというものについて

は、その部屋だとかいろいろな補強されると

思いますけれども、そういう診断の中でその

部分が採択されれば対応になりますけれど

も、耐震シェルターという言葉の中での多

分、そういう形の部分では多分なかなかなら

ないというか、建築上の必ず耐震診断をした
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中で、そこのところの部屋を補強するという

のは対応になると思いますけれども、中嶋議

員おっしゃられます耐震シェルターとした中

で位置づけというのは、その前提となる診断

をした中でしか採択になりませんので、そう

いう部分では、この利用される方については

きちんとした中の部分の診断を受けた中で、

対応なるかどうかの部分というふうになると

思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） この耐震シェル

ターということが町民がわかっている方が多

いか少ないか、余り認識されていないような

気がするのです。

それで、こういうのもあるということをぜ

ひ周知していただいて、この耐震、もちろん

耐震診断しなくてはいけないので、そのとき

にこういうのもありますよというのを町民の

方にお知らせしていただきたいなと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 耐震の関係

の補助につきましては実績、今までありませ

ん。

それで、うちのほうでそのほかに住宅リ

フォームしていますけれども、その中の必要

性の部分の中で町民の皆様は確かにいろいろ

な形の部分で地震の北海道地域は全部地震に

なっていますけれども、その必要性とか、そ

ういう形の部分のことで考えていないという

ことがありますので、そういうことをうちの

ほうの耐震の部分の補助金を利用するために

も、そういうことの部分の周知というか、Ｐ

Ｒをしていきたいと思います。

それが、直接的に耐震シェルターという言

葉に結びつくかどうかは別にして、そういう

耐震の必要性の部分についてはＰＲしていき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建築主幹。

○建築主幹（露口哲也君） 中嶋議員御質問

の駐車場整備の関係につきましての使用料減

免制度の周知ということでございますけれど

も、こちらも既に家賃の減免の周知、そうし

た部分で入居者等に周知していますので、あ

わせましてそうした制度がある、そうした部

分は今後も周知していきます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑する方。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １６５ページ、公園

維持費の工事請負費、簡易水洗トイレ設置工

事、これはひまわり公園という形の説明を聞

いたと思うのですけれども、ここには古いト

イレ等があるのですけれども、その辺も含め

てその改修工事もこの中に入っての工事費な

のかという確認と、この設置はいつごろ終了

するのか、それと大きく１６７ページの住宅

費の住宅総務費の補助金、住宅リフォーム促

進補助金を確認をとりたいので、この住宅リ

フォーム補助金については、この制度の中身

についてではなくて金額の問題をちょっと確

認とりたいので、まず１点目からお願いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 建設主幹。

○建設主幹（高崎利明君） まず、公園のト

イレの設置についてでございますが、ひまわ

り公園につきましては、簡易水洗トイレを新

しく１基設置することとしております。

既存のトイレにつきましては、その設置後

に直営等によって撤去する予定でおりますの

で、こちら設置費用のほうには新しく設置す

る部分の工事費しか計上しておりませんの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） いつごろの工事終了

なのかということを聞いています。

○議長（古舘繁夫君） 建設主幹。

○建設主幹（高崎利明君） 今はまだ正式に

はいつごろということで発注計画はっきりし

ておりませんけれども、下水道と水道の設置

場所、管の部分含めましてなるべく早い時期

に設置できるように進めたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建築主幹。
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○建築主幹（露口哲也君） リフォーム補助

金の金額ということの御質問でございます。

今回、予算で計上しております３,３００

万円ですが、これまで３年間実績の部分で、

平均しますと約１件当たり３３万円相当とい

うことでございまして、約１００件今年度見

込んでおりました、その部分で３,３００万

円を計上させていただいております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 実は、これは毎年、

補正がつきまして、いつも予算審査というの

ですか、３月の議会が終わった後、早い時期

に足りないので補正がつくということを繰り

かえしているということであれば、この金額

が昨年も結構な補正がついて多くの町民も利

用したという形で、特に建設サイドから見ま

したら住環境の整備という部分では非常に望

ましいと思うのですけれども、どうも補正の

あり方がちょっとよく考えますと３月議会で

美幌町の全体予算の中でこれだけのお金があ

るので、これだけの配分をしましたという形

で僕たち議会は聞いているのです。

たまたま、春になって申請者が多いので予

算が増額しますよと、であれば初めから予算

があるのではないかという気持ちになってし

まいますから、であれば昨年、その前の実績

から見ましたら、この分がまた補正になると

いうこともあり得るのかなとなりますと、初

めからここの補助金を５,０００万円をとる

だとか、４,０００万円とるだとかなるべき

だったのではなかろうかなと思って今回、質

問しています。

この促進補助金につきましては、たしか４

年前のときから受け付け始めようということ

で、実はそのときから２月、もしくは３月に

周知徹底しようと、なるべく仕事のない時期

に発注、受注できないかということで３月に

は業者に説明しているということなのです。

今もそれは変わらずにやっていると思うの

ですけれども、ただ補正のつき方が当初、一

番最初のときは件数多い場合は抽選しようだ

とか、どういうふうにやるだとかという、そ

の抽選方式も含めて検討に当時の経済部長も

含めまして入ったそうなのですけれども、い

いほうというと言い方悪いのですけれども抽

選せずに補正がどんどんつくと、この補正が

幾らでもつくのかとなりますと、僕はリ

フォームの補助金そのものを減らすとかでは

なくて、これは予算の考え方の中で３月議会

が終わって申請終わったら、また春にすぐ補

正と、であればなぜ補正という対応を初めか

らやる前提になるのかというのがちょっと疑

問なものですから、であればこれは町長に聞

きたいのですけれども、今年度も足りなけれ

ばまた補正をするのかどうか、であればなぜ

３,３００万円でとめたのかというところを

聞きたいのです。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 経過のほう

の部分につきましては、実績とかそういう形

の部分で要望していました。それが、実態的

に申し込みをして、応募を締め切った段階で

ふえたと、それで抽選を実際しております。

抽選している中で町民の要望の中で抽選から

漏れた方は当然、自分たちで準備してきたお

金というような形で業者さんと申し込みして

いると思いますので、そういうがっかりした

中でぜひその要望に応えていただきたいとい

う中で補正をお願いしているところでござい

ます。

そのことの、今やり方の部分の中で多分、

問題はあると、当初からそういう形の部分で

予算をつけるべきではないかという形の部分

もあるかもしれませんけれども、なかなかそ

の部分についてうちのほうで適正にその部分

の受注量というか、その要求の部分が押さえ

切れない中でちょっと協議しておりますの

で、その辺についてちょっと僕のほうから

ちょっと言いがたいのですけれども、原課と

してはやはりそういう応募の締め切った段階

の状況を見た中で、町民のニーズに応えたい

という中で議会のほうに補正をお願いしてい

る状況でございます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。
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○建設水道部長（磯野憲二君） ちょっとつ

け加えまして、３年間の継続するという形の

部分でやっていますけれども、基本的にはう

ちの原課のほうでは３年間の部分の中である

程度、この部分、３３万円で１００件の部

分、大体１億、３年間で１億円ぐらいの部分

の中で妥当でないかという形の部分の考え方

の中で財政のほうに御説明しております。

そして今回も、応募の締め切りの部分の状

況によりますけれども、今の状況の段階につ

いてちょっと建築主幹のほうから登録業者数

等申し込みの件数等もちょっと実態をお話さ

せていただきますけれども、その部分の中で

ある程度、減と思った中で、なおかつ３年間

という形の部分で周知されていますので、抽

選の中で進めていきたいという形の部分を

思っておりますけれども、一応、そういう形

の考え方の中で今回の予算をつけていただき

ました。

ちょっと状況を今、主幹のほうから説明し

ます。

○議長（古舘繁夫君） 建築主幹。

○建築主幹（露口哲也君） 金額の関係でご

ざいますけれども、まず、一つ目としまして

は、過去３年間行いました実績の部分で特に

２５年度につきましては、やはり消費税等も

ございまして、また３年度という部分での最

後の事業ということで、かなり駆け込み的な

件数、約２００数十件の実績ということがご

ざいました。

今年度以降につきましての見込みというこ

とでは、住宅のリフォーム、そうした部分の

いわゆる住宅の棟数、それからリフォームさ

れた実績等の部分で年間に約２％程度の住宅

戸数がリフォームされているということでご

ざいます。

その中で、こちらも今後の需要的な部分を

数値的に見込みますと、約１００件から百数

十件の需用が今後も見込めるということでご

ざいまして、そこで１００件という数字で予

算を計上させていただきました。

なお、今年度、今現在、４月に向けてのそ

の申し込みを受けている最中でございまし

て、今現在では前年同期の約６５％の部分の

申し込みということで、数字的には今現在、

３０件、申し込みがされております。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 大体、今の実績と経

過の部分は十分、私も御理解しているつもり

です。

ただ、たまたまこの制度ができまして、春

先の申し込みということで、ほぼ春先で満度

になると、残念ながら漏れた人にはどうしよ

うかということで補正がついて対応している

と、であれば、だからこそ町長に聞きたいの

ですけれども、もともとの予算を３月議会で

申請しておいて、増額になる予定があるので

あれば、始めからもう少しこの補助金をふや

すべき行動をとるのが僕は町長に期待した

かったなと思うのが１点。

あとは例年、たまたまいろいろな話を聞く

のですけれども、春先の応募以外、結果的に

夏、秋、もしくはこの冬にかけてどうしても

改修したいなというときには既にこの枠がな

いという形になっていますので、であればも

しも、この予算で言い方するわけではないで

すけれども、この助成制度について、この助

成については枠が足りない場合、もしくは人

が多い場合、金額の関係もあって制度が３年

継承するとなれば、なぜ２期募集だとか、冬

の募集だとか、要するに春以外の募集をお受

けしないのか、この辺の制度改定について何

か協議なり、審議なりありましたら、ぜひお

教え願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 継続に当た

りましては要綱だとか、そういう形の部分、

今、議員おっしゃるとおりに２期に分けてそ

ういうことできないかという形の部分を検討

していますけれども、地元業者という形の部

分で対象を限定させていただいたこの事業、

昨年の２５年については駆け込みがあった中

で、２５０件ありましたけれども、消化する



－ 213 －

業者さんの今の登録業者数の中でなかなか今

言っている受けてやれる、量的にはこれがあ

る程度ピークに近いのではないかいう判断に

立ちました。

それで、今言っている春の１次受け付け、

またはその後の２次受け付けという形になり

ますけれども、これにつきましても果たして

そういう形の部分で春先の部分の事業の中で

かなり春先にできない、申し込みが多くて

後々となって今の３月でもやっています。そ

ういうことがありまして、それを平準化させ

るというのは、これはなかなか業者さんのい

ろいろな他の事業との絡み、登録業者さんが

全部、いろいろな形の事業をかかわっている

わけではありませんけれども、個人の事業の

関係の部分、公共事業の関係とかいろいろな

中で、それぞれやっておりますので、なかな

かそれを平準化させることはなかなか難しい

のではないかというふうに思っています。

それで、要はこれでつけた予算の中でもし

も応募をされる件数が足りなくなるというの

であれば、今言っているそういう持ち込みの

部分を残ったその事業の関係の部分で募集す

るとか、そういう形の部分を検討したらいい

のではないかという形の部分の原課のほうの

意見、そういう形の協議もしておりました。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、建設水道部長が

ちょっと説明、答弁させていただいたよう

に、非常に難しさがあったということで、前

３年間についてはこんなに応募があるという

ようなことは、ただ気持ちに添いたいという

ことでやってきました。

今、当初予算での審議でありますので、私

が今、補正予算もにらんでなんていう発言を

すると、ちょっと当初予算ですのでなかなか

難しいと思いますので、状況が大幅に当初予

算で説明したものと掛け離れたものになった

ときはまた改めて議会の皆さんに御相談をし

たいと、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３（大原昇君） １５９ページ、土木総

務費の道横断自動車道北見網走間建設促進期

成会負担金とその下の道東の２件と、今、松

浦議員が言われました１６７ページの住宅リ

フォームについてお伺いしたいと思います。

まず最初に、この自動車道横断自動車道の

関係ですけれども、この期成会、あるいは協

議会の活動内容を知りたいと思いますし、あ

とこれの協議会会員だとか、どこどこが会員

になって一生懸命活動しているかというこ

と、あと会議、多分、会議もこの会員の中で

会議をどこかでやっていると思うのです。ど

のような陳情するだとか、要望するだとか、

ちょっと離れますけれども、負担金から外れ

ますけれども、その内容だとか、これからこ

の協議会、あるいはその期成会の今後の活動

の予定というものをちょっとお伺いしたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設主幹。

○建設主幹（高崎利明君） まず、北海道横

断自動車道北見網走間建設促進期成会でござ

いますけれども、こちらにつきましては事務

局が網走市ということで管内の２市６町の８

市町村で構成しておりまして、活動内容につ

きましては横断自動車道の早期建設に向けた

陳情、要望活動を行っております。というこ

とで、各関係団体等に陳情を行っておりま

す。

それと、道東縦貫道路整備促進協議会につ

きましては、釧路市が事務局となっておりま

して、沿線自治体に８市町で構成しておりま

す。こちらのほうにつきましても同じように

道東縦貫道路の早期建設に向けた陳情、要望

活動をしております。ということで、構成団

体で集まる会議、総会等と、陳情を主な活動

という形でしておりますので、よろしくお願

いいたします。

会議につきましては、北見網走間につきま

しては年１回程度、道東縦貫道につきまして

は年２回であります。それ以外には陳情を

行っているという形になります。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３（大原昇君） これは今、訓子府北見
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間も始まっていますけれども、あと訓子府か

ら足寄間、いろいろととまったり、あるいは

北見から美幌間を抜けているという予定も

立っていない、女満別から網走も多分、網走

が事務局の親分でやっていますので、網走も

多分、要望していると思うのです。

この間のいわゆるこの会議の中で、相当、

要望しているものだと思っていますので、こ

の辺もこれからどのような活動をしていくの

か、ただ陳情だけで終わらせていくのか、そ

の辺もちょっと、あと町の考えもやはり、町

もこれを北見から美幌まで、美幌から網走ま

でつながるということになると、相当、札幌

までの距離感が利便がよくなるというような

こともありますので、その辺の考え方も

ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 北海道の横断自動車

道北見網走間、これは今、議員おっしゃると

おり、道東横断道ということで、要するに北

海道の横の柱になる道路であります。

その中で今、とまっているのが小利別、陸

別足寄間、とまっているということで、最近

の新聞報道によると凍結解除も間もなくある

のではないかという、これは一定の陳情だと

か、これの効果だと、そのように思っていま

す。

一方で道東縦貫道は標茶美幌間であります

けれども、これももうちょっと先行けば釧路

とつながるということで、要するに北海道の

縦と横の道路を基幹道路として、そこからあ

ばら骨のようにどんどん細い道路に入ってく

るということで、いずれにしろこれはつなが

らないと効果が出ないと思っています。

その効果の一つはやはり人と物が圏域間を

行き交うということであります。それで、小

利別・足寄間がつながると、次の課題はどこ

かというと、川東と美幌、高野、そして空港

から網走にどう向かっていくかというところ

が課題だと思いますけれども、引き続きやは

り要望はしていくということであります。

それで、前政権のときには国土開発幹線自

動車道建設会議というところで道路総枠を、

日本全国の総枠を決めていた組織があるので

すけれども、前政権のときにそれがなくなっ

たということでありますけれども、今は陳情

活動としては主に政権与党含めて陳情してい

るということであります。

いずれにしろ効果としては、占冠夕張間が

つながって、本当に足寄あたりまで札幌ナン

バーが来るということで、圏域間をつなぐ道

路だなという思いがありますので、それはも

うしっかりと今後も私どもの町も加盟してお

りますので、積極的に推進の旗を振っていき

たいと、そのように考えています。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３（大原昇君） これは仮に実現してい

くと、ただ、あと北見、遠軽まで来そうです

けれども、北見遠軽間のことも新たな構想と

してやっていけば、逆に今度、横線でなくて

縦線ということにつながってくると思うので

す。そのことも、今から訴えていくようなこ

ともしていただきたいと思います。

次、１６７ページ、先ほどの住宅リフォー

ムですけれども、私、この予算のことについ

て何々これということはありません。いいと

思っていますので、ただ、これから先ほど松

浦議員が言っていたように、相当今、去年で

２５０件ぐらいありましたけれども、町内の

業者では賄い切れないような状況だと思って

いるのです。であれば、最初の考えは町内の

中でやはり活性化しましょうというような思

いであったと思うのです。

それであれば、１５０件なら１５０件、２

００件なら２００件でとめて、これから先、

３年とは言わず１０年、２０年と続けていけ

ば古い家がまだずっと続くのです。３年たて

ば、今新しくても３年たてば古くなる、そう

したらその人がまたやりたくなるというよう

なことがあるのではないかと思うのです。

こんないい制度があるのであれば、やはり

長続きさせてくれたほうが、町民は相当喜ぶ

し、業者もほかの町から連れてくるようなこ

ともないと思います。
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できれば、その辺も考えていただいて途中

で予算、補正を組むようなこともなしで、長

い目で見ていただけるような予算の組み方を

していただきたいと、あと計画も組んでいた

だきたいというような思いであります。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 今、議員の

おっしゃること含めて、これは一応、３年間

という形の部分で見ていますので、それでう

ちの需要の見込みもこれからも続くという形

を見ておりますので、今までの言われたこと

を含めて研究していきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑の方。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） 私は１６５ページ

の公園維持管理事業費のところの中の修繕料

です。それと簡易水洗トイレ設置工事につい

て、この２点についてお伺いいたします。

この２点については、前回、説明もいただ

きました。いろいろな計画を持ちながら取り

組んでいただけるという話も聞いております

ので、ぜひそういうふうな前向きな形でお願

いはしたいと思うのですけれども、公園がで

きてからかなり年数がたっているということ

もあって、やはり点検が十分、必要ではない

かなというふうに感じています。

というのは、鉄でつくられている遊具とい

うのはかなり腐食したりしている部分も出て

きていますので、そこのところを十分、もう

一度しっかり点検していただきたいなという

ふうに思っております。

計画的に修繕していくということなので、

それはそれで進めていただきたいことと、も

う一つは既存の公園のあり方だけでなくて、

やはり子供がもう少し行って遊びたいなとい

う希望が持てるような公園の計画というか、

設置計画、そういうものも含めて今後、取り

組んでいただきたいという思いがありまし

て、今回、質問させていただきました。

今までの遊具そのままでなくて新しい遊

具、それから子供たちが遊びたいというもの

も含めて検討していく必要があると思います

が、それについて考え方があればお聞かせい

ただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 公園の点検

につきましては一般質問でも再三議員の方か

ら御質問されて、一応、きちんとした形の部

分で点検していきたいし、そういうことも踏

まえた中でやっていきたいということを申し

上げたつもりでございます。

公園の長寿命化の中で、今言っている既存

の公園のあり方につきましては方針を出しま

すし、その遊具につきましてもただ同じよう

な遊具ではなくして、ある程度、コンビネー

ション的な遊具だとか、または必要とする、

利用する対象者を考えながら遊具等について

は整備を考えていきたいと思います。

いずれにしても、この後のうちのほうの公

園の整備のあり方の部分の中で明らかにして

いきたいと思いますので、そのときには御協

議いたしますので、よろしく御意見のほどお

願いしたいと思います。

それから、新しい整備の考え方なのですけ

れども、これはうちのほうの公園は１人当た

りの部分だとか、そういう形の部分の緑地だ

とか、オープンスペースの部分については十

分満たされている中で、新たな公園だとか、

再配置をするという形の部分については、今

のところ計画はございませんので、今の既存

の中の中でもっと利用できるような、または

地区公園で他の市町村とかいろいろな形のも

のが来るような公園につきましても、やはり

特色のある公園として今後、再整備をしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 前向きな答弁をい

ただきましたので、再度質問する必要はない

かなというふうに思うのですけれども、やは

り隣町からでもあそこの公園なら、ちょっと

遊びに行ってみたいなと、親子でお弁当を

持って行ってみたいなというような公園を目
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指していただきたいと思います。

それから、その下の簡易水洗トイレ工事に

ついてですが、これも先日、説明いただきま

したので、十分、理解はしているつもりで

す。

ただ、あそこはなかなか見づらい場所とい

うところで、もう少し公園という意味で見や

すくなるような形がとれないものなのか、公

園の規模をもう少し拡大できる要素があるの

か、それと遊具についても非常に少なくて、

これが公園なのかなというふうな、思われる

ような公園の内容でもありますので、せっか

くトイレの水洗化というところで取り組むの

であれば、全体的な公園ということで考えて

いただければ子供たち、それから今までいろ

いろなところで苦情があったりする部分も少

しは改善できるものではないかなというふう

に思うのです。

そういうところでしっかり取り組んでいた

だきたいという思いを込めて質問をさせてい

ただきました。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） ひまわり公

園につきましては、物理的に大きな建物、マ

ンションとかそういう形の部分の中で入って

いる中の公園でありまして、なかなかそうい

う部分の中で進め方というのはコミセン等含

めた中で、またそこの自治会の利用の部分の

中で見やすいというか、安全対策を考えた中

でちょっと樹木を切りすぎてしまったとか、

そういうお叱りを受けながらありますので、

そういうことを踏まえた中できちんと関連性

を持たせた中、連携した中、その一つの公園

でなくして地域の中の部分の連携をどう考え

るかということ、または他の公園、またはう

ちの公共施設等の連携を考えながら整備をし

ていきますので、ぜひそういう部分について

は今後とも御指導のほどよろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） ほかに、質問でなく

て質疑です。

ほかに質疑のある方は。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、土木費を終

わります。

説明員を交代するので、暫時休憩をいたし

ます。

午後 ０時１６分 休憩

────────────────

午後 ０時１６分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

９款消防費、１７０ページから１７１ペー

ジまでの質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、消防費を終

わります。

暫時休憩をいたします。

再開を１時半といたします。

午後 ０時１６分 休憩

────────────────

午後 １時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

１０款教育費、１７２ページから２０７

ページまでの質疑を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） １８３ページの北

中学校トイレ洋式化工事と２０７ページの機

械等借上料のことをちょっと質疑させていた

だきます。

北中学校のトイレ洋式化工事とのことでし

たけれども、昨年も小学校で洋式化されまし

て、その中にウォシュレット機能を１カ所だ

けつけました。これが中学校ということで、

特に１カ所つけるということをお聞きしまし

たけれども、今後、順次１カ所のみでなくて

（「ウォシュレットね」と発言する者あり）

はい、ウォシュレット機能を今後、順次つけ

ていく考えがあるかどうかちょっとお知らせ

願います。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 北中のトイレ洋

式化に伴いますウォシュレットの関係でござ
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いますけれども、１カ所ということではなく

て、各ブースごとに１カ所ということでござ

いますので、まずこの辺、御理解いただきた

いと思います。

現状といたしましては、小学校のほうもそ

うでありますけれども、ウォシュレットがつ

いて喜ばれているという状況はお聞きしてお

ります。

現状は各ブースに１カ所ということでしか

考えておりませんので、これから以後ふやす

ということは今のところ考えておりません。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ブースごとに１カ

所、それはちょっとこちらのほうの間違いで

した。

小学校と中学校と比べますと、中学校は特

に学校にいる時間がかなり長くなりますの

で、今回はブースごとに１カ所ということで

すけれども、順次、整備をしていくような考

えを持っていただきたいなというふうに考え

ています。

それともう１カ所、２０７ページの機械等

借上料、これは給食センターの機械の借上料

で、資料もいただいていましてことし初めて

吸収冷温水機、それと昨年から引き続き借り

上げているものというのがありますけれど

も、今回この新しいものに、昨年から新しい

ものになってどういう利点があるのかちょっ

とお聞かせ願いたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 北中のトイレの

関係でもう一度お答えしたいと思います。

各ブースごとということでございましたけ

れども、全部で４２個の便器がございまし

て、全体では１８ブースございます。

したがいまして、１８個のウォシュレット

がつくということでございますので、よろし

くお願い申し上げたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 学校給食主幹。

○学校給食主幹（石田勇一君） 機械の更新

によって機能が向上した分ということでござ

いますけれども、それぞれ例えば操作盤が液

晶のタッチパネルになって操作がしやすく

なったとか、あと洗浄機に関しましては除湿

装置というのが１カ所から３カ所にふえて厨

房内の湿度が下がったということで、そう

いった部分で以前の機種とは機能的に向上し

ております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それと新しい機械

になって今までのつくる食数を維持できるの

かという、たしか３,０００食可能というよ

うな給食センターだと思うのですけれども、

これで新しい機械や何か入っても、この食数

をつくれるようなのかどうかということもお

聞きしたいです。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 給食センターが

オープンした中では最大３,０００食という

ことでつくられている施設でございます。現

状、大体１,８００食ということになってご

ざいますけれども、この機械入れることによ

りまして安定的に食数を確保することができ

ます。

機械の入れかえにつきましては、経年劣化

ということで入れかえを順次させていただい

ておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 常に３,０００食

をつくるわけではないと思いますけれども、

災害対応とかということを考えますと、ある

程度の食数を確保していくことが大切ではな

いかというふうに考えていますので、１,８

００食ということなのですけれども、最大

３,０００食はつくれるということを、それ

ははっきりしたことですね。

○議長（古舘繁夫君） 学校給食主幹。

○学校給食主幹（石田勇一君） 可能な食数

ということで、疑問点整理のところでも若干
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お話しさせていただいたのですけれども、建

設当時とかなり衛生管理員の基準というか、

かなり厳しくなっておりまして、確かに今

回、更新する機械については同等程度の能力

のものを更新しておりますけれども、以前は

洗浄が終わった例えば食器とか食缶とかタッ

パーは全部、消毒保管庫といって、蒸気で消

毒する場所があるのですけれども、そこに納

めていました。

その後、かなり衛生管理基準が強化されま

して、できるだけ熱に耐えられる例えばプラ

スチック製のざるとか、保温ケースとか、そ

ういうもの全て消毒しなさいということなも

のですから、物理的に消毒保管するスペース

が今の施設ではないと、ほとんどないという

ことなので、確かに議員おっしゃるとおり当

時、３,０００食近くあって今は１,８００と

いうことですけれども、物理的に施設全体の

機能ということを考えると、今の１,８００

程度で、何とかその程度は維持できるという

ことで御理解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） １７９ページの教

育振興事業費のところの一番下の段で扶助

費、要保護準要保護児童就学援助費と、それ

から１８５ページの上から５行目の要保護準

要保護生徒就学援助費というところで質疑さ

せていただきます。

１７９ページの児童就学援助費についてで

すが、今、要保護という意味ではかなりふえ

てきているのかなというふうに状況として押

さえています。

その中で、きちんと親が理解をして申請を

して受けている人もいるのでしょうけれど

も、なかなかそういう手続きも何も知らない

で学校に行かせている親もいるのではないか

なというふうに、援助してもらっていないと

いうところもあるのではないかなというふう

に思っているところです。

それで、普通は申請が先なのでしょうけれ

ども、やはりわからない人たちも結構いるの

ではないかという思いでは、行政側のほうか

ら家族の家庭環境、大体わかるのではないか

なというふうに思うのですけれども、そうい

うところではある意味、行政側から働きかけ

も必要ではないかなというふうに思うのです

が、その点についてはいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 学校教育主幹。

○学校教育主幹（小室保男君） ただいまの

御質問にお答えさせていただきます。

要保護準要保護の就学援助制度につきまし

ては、経済的な理由で就学が困難と思われる

お子さんをお持ちの保護者に対する制度であ

ります。

つきましては、なかなかそういう経済的な

状況をこちら側から把握した上で、こちらか

ら各世帯に働きかけるというのはなかなか、

ちょっと難しい状況もございます。

そういった中で、教育委員会といたしまし

ては、町の広報で２月と３月にまず広く町民

の皆様に制度の趣旨をお伝えするとともに、

特に新入学、新１年生の世帯については初め

ての制度になりますので、入学説明会の際に

各学校においてパンフレット配布の上、制度

の周知を図っていると、そういう状況でござ

います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 確かに行政側のほ

うから働きかけるというのは難しい状況なの

かもしれません。ただ、親にとってはなかな

かそこら辺のそういう制度があるということ

自体わからないのではないかなというふうに

思われます。

ただ、１年生対象にそういう話をされてい

るようなのですけれども、対象になるのは１

年生だけではないので、途中からということ

も考えられますよね、想定として。そういう

ときには、やはり親としてその方法を知らな

いとか、そういう情報もなかなか得られない

という意味では何か方法がないのかなと私も

考えているところではあるのですけれども、

やはりどこかの時点で知らせてやれる方法、
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そんなことも考えるべきではないかなという

ふうに思っていますので、その点について考

え方がありましたらお聞かせいただきたいな

というふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 学校教育主幹。

○学校教育主幹（小室保男君） 議員おっ

しゃるとおり、なかなかこの制度を知られて

いない部分もあろうかと考えております。

そういった中で、各学校、担任のもちろん

校長、教頭を通じてなのですけれども、各担

任に制度を周知した中で、例えば就学してい

る児童生徒の家庭環境が変わるですとか、あ

るいは保護者の仕事、勤務先が変わると、そ

ういう状況も随時入手しておりますので、何

らかのその家庭状況の変化を把握できた場合

には、うちのほうからパンフレットを各学校

に改めて配付して、そういった御家庭に周知

すると、そういうことも実情としてやってお

りますので、一定程度、周知はされているの

ではないかなと考えております。

あわせまして、今後もしっかりと周知徹底

を図って、この趣旨に沿った制度を活用でき

るように努めてまいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 理解をしていただ

いているようですので、ぜひ取り組んでいた

だきたいなというふうに思います。

それと、やはり学業はどの子も平等に受け

られるということが基本ですので、やはりそ

のことを十分、考えて対応していただきたい

なというふうに思います。

それと、１８５ページも同じだと思います

ので、思いが同じなので両方ともあわせてお

聞きしたいなということだったので、前向き

にぜひ取り組んでいただきたいということで

すので、以上で質問を終わらせていただきま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） １７７ページの学

校管理費のところ、一番下の段でスクールバ

ス運行業務委託料の部分で、スクールバス通

過地域の美禽自治会から毎年、通学路の交通

事故の懸念の声が上がっており、昨年は父母

からも直接役場のほうにそういう懸念の声が

上がっておりまして、そしてお金を出してで

もいいからスクールバスに乗せてもらいたい

という、そういう声も行政のほうに上がって

おります。そういうことで、何か方法を考え

られたかどうか、お伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） スクールバスの

運行につきましては、現状、学校の統合地区

を中心に運行しているという状況にございま

す。

平成２５年４月から一部、混乗スクールバ

スということで、地区内の一般の住民の方も

一応、乗っていただくことが可能というふう

になりましたけれども、統合地区以外の路線

の部分につきましては、あくまでも町のほう

でおかれております美幌町地域公共交通活性

化協議会の中で協議されていくものというふ

うに考えております。

現状のところで、今後、検討されていくの

ではないかというふうに考えているところで

ございます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） いつも回答は今の

回答なのです。

それで、美禽のほうのあの地域の方々に子

供が児童がいる限りは、この要望は必ず上

がってくると思うのです。

それで、これから先、毎年上がってきてい

るので、何か今年度は今からでも何かちょっ

と考えていただきたいと思いますので、もし

ありましたら。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 基本的な話は今、

部長のほうからしたとおりであります。

ここは、民間バスが走っていることもあっ

て、それの折り合いをどうつけるかというこ

とだと思います。
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ただ、今、御質問のとおり、ではそれを

待ってという意味は、美幌町の地域交通活性

化協議会というその中でお答えを、導きを出

す一つのレールには乗せるのですけれども、

ではそれがないと前に進まないということも

あります。それは御指摘のとおりでございま

すので、今抱えている問題、教育委員会も町

と一緒にどうしていくかという部分を早急に

と言ってすぐあしたからというふうにはなり

ませんけれども、できるだけ解決に向けての

方策を町と協議していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） その協議する時点

で、美禽自治会の方も一緒に交えて状況、実

態をお聞きしていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今のちょっと地域

を交えてという部分については、ちょっと私

のほうがお約束することはなかなかちょっと

できないというふうに思っております。

ただ、実際に子供が通っている保護者の皆

さん方のきちんとした意見の聞き取り等につ

いては、誠意を持ってやりたいと思っており

ますので、御理解いただきたいというふうに

思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに、質疑をお持

ちの方。

２番大江さん。

○２番（大江道男君） １７５ページ、４目

学校保健費にかかわって、１点だけ御質問し

たいと思います。

疑問点整理の中で、過去３年間の美幌町内

小学校の虫歯の状況についてのデータをいた

だきました。それで、少しずつ改善されてい

る、その一因としてはフッ化物洗口というこ

とがあるということで、全体的には改善され

ている状況は伺えます。

同時に、このデータが示しているのは、美

幌町内の児童の虫歯が全国平均と比べて１０

ポイント以上高いという特徴を持っておりま

して、これはどういうことだということを改

めて実感させられました。

今、保育所及び学校でのフッ化物洗口とい

うことで対応はとられているのですが、それ

だけでいいだろうかという感じも一つはして

おります。

特に、処置完了している子供さんよりも未

処置の、３年前、平成２３年度では１.５

倍、２４年度でも大体１.５倍ぐらいで、よ

うやく昨年度１.３倍ぐらいに下がってはき

ているのですけれども、放置されているとい

う状況もやはり目を向けていく必要があるの

だろうと、学校としても努力されているかと

思いますし、教育委員会としても努力されて

いると思うのですが、こういうある意味、風

土的な偏りといいますか、歯は健康の基礎に

なっているので、それが相当、１０ポイント

以上も高いというのは放置できないので、集

中的に何らかの手だてが求められているので

はないかと思うのですが、その点について、

これまでの取り組みと今後の取り組み。

確かに、フッ化物洗口という件では思い

切って手を打たれているというのを押さえた

上で、なお何らかの処置、あるいは学校現場

との協議がどのようにされているか、あるい

は検討されているか、この部分だけ聞かせて

いただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 学校教育主幹。

○学校教育主幹（小室保男君） 大変、難し

い御質問です。

フッ化物洗口は２４年７月から町内の小学

校で取り組んできております。１年余りとい

うことで、一定程度、成果が数字としてあら

われているのかなという受けとめなのですけ

れども、やはりフッ化物洗口はもとより、歯

磨きの指導、あるいは甘味、甘い物を食べた

ときの食べ過ぎないとか、そういった総合的

な取り組みが必要かと考えております。

そういった中で、今回、議員から御質問い

ただいて過去３年を見た中で、美幌町におい

ては大体、小学４年生ぐらいの虫歯の児童の

割合がピークになっております。ですから、
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これが５年生、６年生で減っていきますの

で、恐らく保護者の方が５年生迎えるぐらい

から歯医者さんに通わせているのかなと受け

とめております。

全国、あるいは全道を見ると、その児童の

ピークを迎える時期が小学３年生ぐらいとい

う数字になっておりますので、やはり一定程

度、保護者の方の意識が重要ではないかと受

けとめております。

昨年の１２月から町の広報に子供たち、美

幌っ子を生活習慣整えましょうということ

で、何度か掲載しているのですけれども、や

はりお父さん、お母さん、保護者の皆さんが

子供さんの健やかな成長を願うと、そういう

ことはしっかり日々家庭においても取り組ん

でほしいと、そういう願いで連載を続けてお

りますけれども、委員会としてできること、

また学校としてできることをそれぞれ役割分

担しながら取り組んでいくことが結果として

虫歯予防、健康な歯が揃うと、そういった取

り組みにもつながるものと考えておりますの

で、なかなか十分な答弁になっていないと思

いますけれども、そういう取り組みを続けて

まいりたいと考えております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 子供たちの食習慣を

含めまして、相当、厳しい状況に置かれてい

るなというのを年々実感しています。

家庭での食事の内容が大きく変わってきて

いる、そんな感じをしておりますので、取り

組みをされているということを前提にして、

同時に昔の子供が今、親になっていますか

ら、必ずしも子供のときに虫歯の処置だと

か、健康な歯の必要性などについて十分な知

識を持たないまま、そのまま親になってきて

いると可能性を持っていますので、それらを

含めてぜひ悪い統計の数字を一掃するという

ことで、なお努力していただきたいというこ

とだけ申し上げておきます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） ただいま担当主幹

のほうから総合的な部分、その中で教育委員

会、それから学校の役割をどうしていくかと

いう話の中でお話はさせていただきました。

その中で、学校は学校の役割の中、それか

ら教育委員会としてはそれに家庭を含めた社

会、地域がございます。

そういった中で今、御指摘をいただいたこ

とを全般的にやはりバランスがとれる、先ほ

ど私どもの主幹が言いましたけれども、やは

り生活習慣の部分のこれは教育執行方針にも

書かさせていただきましたけれども、やはり

望ましい生活習慣を定着させると、そういっ

た中には当然、食育の推進もあるということ

で、それについても進めていくということを

述べさせていただいておりますので、ただい

ま御指摘あったことをきちんと念頭に入れて

進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） まず、１８９ペー

ジの社会教育振興の中の芸術文化振興事業

費、その中で芸術文化鑑賞事業負担金と補助

金の芸術文化振興事業補助金、合わせて二

つ、小さく言えば二つなのですが、あわせて

お話聞きたいということが１点と、同じ１８

９ページであります、社会教育施設費の中の

町民会館維持管理事業費の話として大きい意

味で二つ。

まず、大きい意味の１点目でありますけれ

ども、２４年度の予算書をちょっと振り返り

させていただきました。私のメモですけれど

も、そちらも確認できる思いますが、芸術文

化鑑賞事業費負担金ということで４００万

円、その１行、２行下にふるさとづくり事業

補助金ということで２９２万円、これもどち

らかというと文化振興ということでお使いに

なったのだろうなと、その欄に書いてありま

すので、もし勘違いしていたら遠慮なく言っ

てください。

その上でお聞かせ願いたいのは、２４年に

立派なびほーるができ上がりました。そうい

う意味で、物はできたけれども、今度はソフ
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トの部分という観点でお聞かせ願いたいので

すけれども、本当にびほーるを使った文化を

広めるという目的も含めた中で、本当に予算

額を見た場合に力が入っているのかなという

感傷を持ちます。

そこで端的に聞きますが、これは資料をい

ただいていますが、私自身は承知しておりま

すが、あえて１回目ということで今回、芸術

文化鑑賞事業負担金で事業として何本お考え

なのか、そしてまた補助金ということで民間

から、他の人たちから要望来ていることの事

業というのですか、何本あるかを確認します

が、ただお答えいただくに当たりまして２５

年度はどういう事業を行ったかもあわせてお

答え願いたいと、本数でいいですから、お答

え願いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 今年、予定され

ております芸術文化鑑賞事業につきましてと

補助金のほうの事業について御説明申し上げ

たいというふうに思います。

まず、文化勧奨事業負担金３２４万円の事

業でございますけれども、大きいのが演劇公

演ということで、事業の負担としては一応２

００万円ということで一本、予定をしており

ます。

それと、日本アンサンブルということで、

これは３０万円ほどの事業ということで合計

２３０万円、それと学校との連携事業という

ことで、子供たちへの勧奨事業ということで

劇団四季、それと中井貴恵読み聞かせという

ことで、負担金事業については大きく４本と

いうことでございます。

それと、補助金事業につきましては、チェ

ロアンサンブルコンサート、藤山銅山尺八コ

ンサート、セルジオサントスのコンサートと

いうことで、大きくは３本ということになっ

てございます。

２５年の事業としては担当します館長のほ

うから説明申し上げたいというふうに思いま

すので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） ２５年度のことし

の整理したものを今ちょっと持ってきており

ませんので、後ほど説明させていただきたい

と思いますので、ちょっとお持ちください。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私は実は、これは

次の２回目、３回目むしろ町長自身に申し上

げたい話ということで今回、質疑している思

いはあります。というのは、先ほども２４年

オープンでしたよね、２４年、びほーるは。

そのときに、この事業自体は教育委員会だっ

たと思いますが、管理という意味ではまだ総

務部だったと記憶しているところでありま

す。間違っていたら言ってください。

このとき、２４年度は４００万円、先ほど

言ったふるさとづくり、まだちょっと答えは

いただいていませんが、これも基本的にそう

いう趣旨で使われたのだろうと思っていると

ころであります。

今回は、今、本数聞きましたがそのうち１

本は小学生高学年向けの２年ごとの事業とい

うことで、ことし入るよと、簡単に言うと去

年とことしの予算が私の大ざっぱな計算から

いうと何ら変わらない、もちろん事業によっ

て多少の高い、安いは事業ですからあると

思っているのですけれども、そういう観点か

らぼった場合、隔年制なら４０万円ちょっと

超える事業だと思いますが、それを引いたら

２５年度の予算とほとんど変わらない、多少

の出入りがありますから、そうしたらせっか

く稼働率が町民会館の大ホールといったとき

よりも上がった中で、どうしてもう少し力入

れないのか、これは一般質問近いことになっ

てしまって恐縮なのですが、そういう意味で

見たらむしろ２４年度より事業費はないと、

これでは旭川の動物園の例を出しますとトッ

プの方が金はつける、そのかわり日本一の動

物園をつくれと、力入って見事、順位はどう

いうふうな形でつけるかどうかわかりません

が、入園者数だけで決めるのか、売り上げで

決めるのかは、それはちょっと私もわからな
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い部分がありますが、多くの報道機関を見た

ときに、さすがはやはり何を言いたいか、つ

くったときにはしっかりしたソフトの部分の

支援というか、ものを確立しなければいけな

いと思っているところであります。

そこで２回目であります。この本数、先ほ

ど御紹介受けましたが、稼働率をむしろ本

年、維持できるのかという観点からも予測と

いったら恐縮でありますが、まず２回目の質

疑ということでお答え願いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 現在、びほーるを

教育委員会で管理をさせていただいている状

況の中で、２４年度の８月にオープンしてお

ります。ですから、２４年度の予算について

はオープニングにかかる行事ということで、

他の年、他の年ということは２５年とか２６

年の比較にはちょっとならないというふうに

私は理解しております。

そのホールができたときに、では今後どう

するのだという話を、これは町長含めた町長

部局との話をさせていただいております。そ

の中の一つの考え方として、平年というか、

毎年、大体、５００万円前後での負担金、補

助金で推移をさせていただきたいという話で

一つの整理をさせていただきました。

それと、周年というのですか、例えば５年

後には事業費をふやすというか、それを例え

ば何百万ふやすと、そういう流れでまず文化

事業というか、それに投資する金額を決めて

いこうということで、一つの整理をさせてい

ただいております。

その中で、私はここで強調したいのは、ど

ちらかというと今のところは公演、公演とい

うのは誰かを呼んで、それに対して町民の方

が見に行くと、本来はやはり能動というか、

そこを拠点として何か演劇をするとか、例え

ばミュージカルをやるとか、そういうことを

やはりやっていかなければいけないと、です

からお金についても、それはもうあったこと

に越したというか、嬉しいのですけれども、

なかなかそうは全体の予算を考えると、やは

り難しい部分もあるので、一つの整理は繰り

返しになりますけれども５００万円という一

つの線を引かせてもらって、あとはどれだけ

あそこに町民が集ってみずからやれることを

やっていけるか、そこに力を注ぎたいという

ふうに思っております。

稼働率、実は全てそういう公演ばかりでは

なくて、地元の人がいろいろなことをやって

くれております、来て。ですから日常的に地

元の人が練習でもいいですし、子供たちが何

かの大会のときに来てもらうというようなこ

とも含めて使っていただきたいというふうに

思っておりますので、先ほどの２６年度は維

持ができるのかということの御質問でありま

したので、維持をする努力を最大していきた

いというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ３回目でありま

す。

教育長、２４年度予算の話をちょっと説明

の中で認識がお互いに違うなというのが１点

あります。

オープン事業記念ということで、別会計を

持っていますので、１２０万円でしたか、

持っていますので、そこら辺絡めて説明とい

うことになると、ちょっと僕もこんがらがっ

て僕の理論が崩れていますので、そこら辺は

ちょっと認識としてオープン事業はオープン

事業と別予算を持っていらっしゃいますの

で、押さえておいてください。

要は、今、文化団体等も含めた展開の話も

正直なところしていただきました。それはそ

れとしての議論だと私は思っているところで

ありますが、あえて言えば、こういう事業に

おいてせっかく本物を見るチャンスだと思っ

ているのです。

たまたま日曜日だったでしょうか、子供さ

んのピアノのものがあったのですけれども、

札響からとか、もう日本一だとか、どのクラ

スがどうだとちょっと表現、僕も細かいこと
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知りませんが、ああいう事業を見てもすごく

立派だなと思うのです。大人が世界に通用す

る一流が来て、子供の練習につき合ってくれ

る、子供に与える印象というのはもちろん自

分がうまく弾けた云々とあるかもしれません

が、驚きの場をつくってあげているという意

味なのです。

そういう意味では、びほーるは新しく音響

もよく、飛行場という利便性のある中で、営

業の仕方によっては一流というか本物、展開

の中では新しい芽を育てるチャンスの場でも

あると思っているのです。

そういう面では、これは本当に町長聞きた

いのですが、遠慮しておくというものですか

ら、どうでしょうか教育長、ほかのことで町

長がよく国に対して使い勝手のいい予算とい

う言葉をよく議員の質問に使っていますが、

教育長は思いきって町長に対して使い勝手の

いい予算というのを裏約束ぐらい持っておい

て、せっかく教育長が教育執行方針でなく

て、あの場のことを、悲しいかな思いを伝え

るときに一番足かせになるのがお金というも

のを持っていなかったら、熱い思いも空中分

解する可能性がありますので、ここに町長も

耳では聞いていると思いますので、来年にむ

けて頑張っていただきたい。

大きい二つ目に変わります。質問という意

味で、答弁はいただきますけれども、町民会

館維持管理事業ということであります。

私はつくるほうよりも壊すほうが得意なの

ですけれども、町民会館の機能という意味で

まだ十分でない、年次計画で整備していこう

というお話は委員会通しても今回の問題点整

理の中でもお聞きしている点でありますが、

そこは違うのではないか、機能というのは十

分に揃った上で効果が発生、期待できるもの

だと思っているところであります。

そういう意味で、少なからずことしの予算

は予算として、来年は不備なところをつける

ぐらいの考え方を持たなければいけないので

はないかという趣旨でお尋ねしておきます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 御質問でございま

すけれども、予算審議の中での御質問という

ことでありますので、今回、教育費がこうい

う形に組まれたということを考えますと、当

然、こういう結果になっているのは私どもの

努力の成果だと思いますし、今、与えられた

範囲の中で一生懸命ホールに関しては文化振

興を進めていきたいというふうに思っており

ます。

それからもう１点の新しい部分の不備なと

ころという部分がちょっとよく理解できない

部分があるのですけれども、その辺、もし可

能であれば具体的に御指示をいただければき

ちんとお答えできるのかなというふうに思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 具体的に言っても

構わないのですが、私の主観が入り過ぎます

ので、後で一覧表にして出したいと思いま

す。

皆さん今、聞いている方、笑われたかと思

いますけれども、例えば建てるときに、例え

ばですよ、今やっとつきましたけれども窓際

のブラインド、簡単に言うと、あれは当初か

らつくべきものですよ、だって日の光、窓つ

ければ入るわけですから、そういうこと一つ

一つ拾っていった場合に、当然あるべきもの

が当初からなかったりしている部分という意

味で、それは感覚の違いもありますから、何

もうそついているつもりはないのですよ、私

の心の中では。自分の心の中ではうそついて

いるつもりはないのです。

でも、機能というのは足りて、初めて効果

があらわれる部分もあるのではないかという

ことでありますので、それは私の意見として

受けとめていただきたいし、そういう中で考

えていかなければいけないだろうと。

それからもう１点、蛇足であります。あえ

て言えば蛇足であります。先ほどの話は基本

的には戻りませんが、町長も上杉議員の一般

質問の中で、残っているこちら側の建て直し
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を、これを議論するつもりはないですけれど

も表明されている、でも基本は稼働率とか利

用率なければ意味があるのかというのが大き

い大きい判断の一つでもあると思うのです。

物をつくっただけで物事が済むのでなくて、

稼働率も含めて使い勝手のいい施設という思

いで進めていただきたいという思いで聞いて

いますので、今後に向けて十分、対応とって

いただきたいと、これでやめておきますけれ

どもいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 稼働率につきまし

ては、今、議員おっしゃる部分の思いもよく

理解しております。

そういった意味で、２６年度も今以上に

使っていただけるように、そして今、町長が

言っていただいている改修に向けた中でのき

ちんとした資料として提供していきたいとい

うふうに思っております。

それから、先ほどの施設の不備という部

分、ちょっと議員の認識の部分とちょっと私

のイメージがちょっと違っていたことをおわ

びをしたいというふうに思っております。

確かに、細かいところは多々あります。そ

れを早い時期にきちんと整備をして、本当に

利用される方には不便のないような形で直し

ていきたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。

それと先ほど２５年度の、ことしの事業の

内容についてちょっと後でというお話をさせ

ていただきましたので、担当主幹のほうから

御説明をさせていただきたいというふうに思

います。

○議長（古舘繁夫君） 社会教育主幹。

○社会教育主幹（荒井紀光子君） 回答遅く

なりまして申しわけございません。

２５年度の事業でございます。まず一つ

が、コンドルズのダンスパフォーマンス、そ

して日本フィルハーモニーの弦楽四重奏、そ

して能体験教室、加えまして高島ちさ子さん

のヴァイオリンコンサート、それから子供の

ためのピアノトリオコンサート、以上でござ

います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、教育費を終

わります。

次に、１１款公債費、２０８ページから２

０９ページまでの質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、公債費を終

わります。

次に、１２款職員給与費、２１０ページか

ら２１１ページまでの質疑を許します。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 確認させてくださ

い。

昨年の６月、涙を飲んで職員さんが協力し

てくれた２％カット、これは単純にお聞きし

たいのは、新年度予算に復活している予算な

のかどうか、単純にお答え願いたいと存じま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 昨年度のみの措

置ということでありますので、４月からは通

常の削減前に戻っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、職員給与費

を終わります。

次に、１３款予備費、２１２ページから

２１３ページまでの質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、予備費を終

わります。

以上で、一般会計歳出の質疑を終わりま

す。

次に、歳入に入ります。

歳入は、一括して１８ページから７１ペー

ジまでの質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（古舘繁夫君） 以上で、歳入の質疑

を終わります。

これで、議案第２１号平成２６年度美幌町

一般会計予算についての質疑を終わります。

暫時休憩をします。

２時３５分を再開といたします。

午後 ２時２４分 休憩

────────────────

午後 ２時３５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

議案第２２号平成２６年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ３１３ページ、保険

給付費の多分一般被保険者療養給付費にかか

わってだろうというふうに思っております

が、医療費自己負担の減免にかかわって申請

件数は減免の要綱が制定されて以来、３件、

減免適用は１件というふうに数字はいただい

ております。

そこで、お尋ねいたしますが、一つは非該

当の２件は何が理由なのかということ、もう

一つは申請件数が非常に少ないという私は印

象を持っているのですが、その理由をどのよ

うに押さえておられるのか、制度の周知、こ

れまでの制度の周知も含めてお答えいただけ

ればと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 減免申請につき

ましては、３件のうち却下になったものでご

ざいますけれども、収入基準額を超過した方

が１名、それから税の滞納のために残念なが

ら該当しないというようなことでございま

す。

それで、申請数が少ない理由でございます

けれども、広報とかホームページでいろいろ

と周知をしているのですけれども、その周知

が足りなかったのもかもしれませんので、今

後は鋭意、その民生委員さんであるだとか、

そういう方々の協力を得ながら、さらに周知

の方法、広報等、ホームページでも周知して

まいりたいというふうに考えております。

それから、その申請に限らず、あとそこで

申請しない方についてもさまざまな相談を受

け付けますので、最終的には生活保護の申請

とか、そういうことにもなろうかと思います

ので、お気軽に御相談していただければ民生

部としては対応してまいりたいと、そのよう

に考えております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） これまで国民健康保

険の所得階層別のデータは決算だとか、ある

いは予算審査の段階でいただいております。

多分、所得ゼロという方は３割近くいらっ

しゃるということで、現在でも８００世帯ぐ

らいはいらっしゃるのではないかなというよ

うに思います。

あるいは１００万円、世帯の所得が１００

万円以下というのも５割ちょっといるのかな

というように思っておりまして、そういう方

の中で生活保護基準以下の方々について３カ

月間だけ特例で６カ月ぐらいになるようです

が、医療費の窓口負担を減ずることができ

る、しかも減じたものの２分の１は国が面倒

を見ましょうというところまで改善された制

度でありまして、セーフティーネットとして

は非常に大事なものだなと、しかしなかなか

活用されていないというような状況なので、

それにふさわしい知られていないというのが

土台ではないかなというように思いますの

で、ほかの制度もそうなのですけれども、ま

だまだ困ったときに役所、なかなか敷居が高

いという感じは町民感情として相当まだある

という状況なので、こういう長年の努力の中

でセーフティーネットがつくられているとい

う状況なので、特に新年度、消費税３％上乗

せされるという状況でもありますので、力を

入れていただければと思います、いかがで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃるとお

り、この申請に限らず親切丁寧に相談に応じ
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てまいりたいと考えておりますので、ぜひ町

民の皆様にはお気軽に御利用いただきたいと

思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、議案第２２

号の質疑を終わります。

議案第２３号平成２６年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２３号の質疑を終わりま

す。

議案第２４号平成２６年度美幌町介護保険

特別会計予算について、歳入歳出一括して質

疑を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点だけですけれど

も、４１１ページ、居宅介護サービス関係全

般なのですけれども、今回、国のほうの介護

予防給付の見直しがされるということで、介

護予防の訪問看護だとか、あるいは通所介

護、これらが新たに介護予防生活支援サービ

スに移っていくということで、この辺は全国

の自治体からもこういう形での制度変更でい

ろいろと影響出てくるのではないかという懸

念がいろいろな機会に表明されておりますけ

れども、私もやはり大きな影響が出てくるの

ではないかなというふうに思っているのです

けれども、町のほうとしてもこれから具体的

に次期の介護保険の計画含めて準備をしてい

く中でも、そのサービス成果というような部

分で現状で心配されるような部分というのが

現状ないのかどうか、移行に伴って、その辺

のことをもし押さえていればお知らせいただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今、上杉議員の

おっしゃった部分は４１１ページの介護予防

サービス等諸費という、そこの居宅介護予防

サービス給付費、これが軽度の認定者、要支

援１、２、この該当になる部分でございま

す。

それで、今年度の予算を見ていただきます

と、実は予防は今、美幌町は実は前年度より

８６５万９,０００円ほど減額になっている

と、利用が今、実は予防はなぜか実績からい

きますと減っている状況があります。

今後、この部分については恐らくちょっと

推計はできないのですがふえてくる可能性は

あるのかなと、ただ実際には今年度予算は前

年度より減っているというのが状況でござい

ますが、今後、この部分について政府の方針

が出次第、いろいろと検討してまいりたい

と、そのように考えております。

まだ、国のほうからはこれをどうするかと

いう話はまだ来ておりませんので、その時点

で考えてまいりたいというふうに考えており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ４１５ページの包括

的支援事業費・任意事業費の中の地域包括セ

ンターの委託料と、あとその下の任意事業費

の業務委託料の二つなのですけれども、まず

一つ目、ほとんど二つとも同じなのですけれ

ども、地域包括センターの運営料が若干です

けれどもふえていますので、これは委託の中

の業務の変更なのか、もしくは人件費相当の

変更があったのか、その辺をお聞きしたいで

す。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 基本的には本年

度、消費税５％から８％に引き上げられる

と、ここが原因だということでございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ということは、消費

税該当分を相当、変更に入っていると。とな

ると、下の２個目の業務委託料、生きがい活

動通所支援事業委託料だとか、ここに書いて



－ 228 －

ある委託料も若干変わっているのも、総括し

て消費税の対応分があるということでいいで

すか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） この業務委託料

につきましては、実績も勘案しておりますの

で、例えば生きがい活動通所支援事業につき

ましては、前年度１０９万４,０００円、今

年度７９万５,０００円でございますので、

この部分は実績等を推定していると、それか

ら短期宿泊利用サービスにつきましては、こ

れにつきましても実績部分というようなこと

もございますので、若干、前年度は２２６万

５,０００円でございますので、今年度２２

１万２,０００円で減っているという状況

も、そういう状況もございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、議案第２４

号の質疑を終わります。

議案第２５号平成２６年度美幌町公共下水

道特別会計予算について、歳入歳出一括して

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２５号の質疑を終わりま

す。

議案第２６号平成２６年度美幌町個別排水

処理特別会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２６号の質疑を終わりま

す。

議案第２７号平成２６年度美幌町水道事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑を

許します。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ５０９ページ、１

項１目の１５の委託料の日並浄水場運転管理

業務委託料２,９３４万４,０００円のことで

お聞きいたします。

疑問点整理の中でも理解の示せる部分もあ

りますが、改めてこの場でお尋ね申し上げま

すが、本来、これは直営でやっていたと思っ

ています。いろいろな計算式もございますで

しょうが、簡単に言えばこの２,９３４万４,

０００円、直営における人件費等を基本とし

て、この業務をやったとした場合、この委託

料が直営の場合より増加というか、高いの

か、安いのか、高かったら高いなりの要因、

低いなら低いなりの積算根拠という観点で１

回目お聞きしたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 水道主幹。

○水道主幹（澤畠雅俊君） 吉住議員の御質

問の直営と委託の比較でどちらが高いかとい

うことでございますけれども、委託、今回

２,９３４万４,０００円を計上しています

が、直営よりも高くなってございます。直営

につきましては、今まで臨時職員が対応させ

ていただきまして、臨職退職の後は労働者派

遣法に基づきまして派遣をいただきまして、

手足業務で雇用している状況にあります。

今回、２６年度より委託する積算につきま

しては、厚生労働省が監修しています歩掛が

ございまして、設計積算基準に基づきまして

労務単価及び諸経費を計算しまして、現状で

４名で行っている職員体制を、要は労働時間

を、基準を上回る部分については解消するた

めに５名にいたまして積算をした結果、２,

９３４万４,０００円となってございます。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 直営と今回委託す

る要素の一因として、人数的なお話、今、御

答弁でいただいておりますが、直営は４人と

委託は５人というお話だったと思いますが、

あえて直営を１人ふやして５人だとしても今

回、委託料が高いのか安いのかということを
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改めてお聞かせ願いたいと思っています。

２回目ですから、その中の二つ目、これは

現場で２４時間体制とかんがみて、例えば積

算上、今、労務単価の根拠はお聞きしました

が、例えば深夜労働に対する考え方、時間外

労働、それから休日労働という積算の方法が

あろうかと思いますが、それに対してしっか

りと皆さんが積算しているのか、積算方法と

いうことも含めて、この２点、お聞かせ願い

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 水道主幹。

○水道主幹（澤畠雅俊君） まず、最初の１

点目の体制を直営で５名、あと委託５名の比

較でございますけれども、どちらにしても委

託に関する費用、諸経費、法定福利費も含め

て金額が高くなりますので、どちらにしても

委託費が高くなるという状況にあります。

あと、単価につきまして、宿直単価につき

ましては労働基準法第３７条の中で宿日直に

勤務つくことに予定されている人の賃金の平

均３分の１以上を払いなさいという基準がご

ざいまして、その単価で夜間の宿直単価を決

めてございます。

あと、そのほかの時間外については法定の

２５％、５０％で積算してございますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 本来のお話を聞き

たいと思います。これ、最後１回ですので、

本来、外部委託、この目的は効果も含めた上

で経費なのです、給料も全部含めてを安くし

ようというのが本来の大きな柱だったと思い

ますが、今回、人数を委託先の５名という関

係上もかみ合わせても、今回の委託料が高い

というお話でしたが、本来でいう委託に関す

る主な目的から外れて、高い、今まで直営し

ていたという意味です、今までやっているわ

けですから、この切りかえるための今回、そ

れに高いほうに移行する本当の目的をお聞か

せ願いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 水道主幹。

○水道主幹（澤畠雅俊君） 今現在、臨時職

員が対応しているということで、実際に責任

ある人がその仕事をやっているかどうかとい

うと、実際には職員の指導のもとに行ってい

る状況にあります。

実際、この退職した後の職員の採用を今

回、求めるような例えば浄水施設管理技士

だったり、電気工事資格を持つ人を臨時で雇

うというのはなかなか厳しい状況にありま

す。

そういう中で、町全体として進めているア

ウトソーシングの中で、地元でできる仕事だ

ということで、地元業者ができる仕事で、な

おかつ技術的にも信頼できる業者があるとす

れば、そういうところに委託をしたいという

ことで考えてございまして、直営から委託に

切りかえるということで、予算の提案をして

いるところでございます。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、議案第２７

号の質疑を終わります。

議案第２８号平成２６年度美幌町病院事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑を

許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） ５４７ページの旅

費交通費のところでお伺いします。

これは、事務長などが各大学とか医師確保

のために行ったりする旅費が入っているのだ

ろうと思いますけれども、ことし何回くらい

行くつもりなのか、それからできれば去年ど

のくらい、これは道内各３医大、そういう

行った経緯があるのかちょっと、ことしの予

定などもお聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 岡本議員の質

問にお答えをします。

本年度の予算においては、各大学の医局訪

問で旭川医大については２回、それと札幌に
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ついては北大小児科、あるいは第三内科、そ

こについては３回、それと東京については、

いわゆる東京で医師の面談ということも想定

していますので、２回の予定を組んでおりま

す。

それと、２５年度実施的においては旭川医

大のほうに吉田学長を訪問したのが１回、そ

れと札幌については小児科医局に町長と随行

して行ったのが１回であります。

それと東京については、小児科医師の招聘

のために東京で面談した経過が１回ありま

す。あわせて、東京の全国自治体病院協議会

の医師求人求職センター、それと東京事務所

の医師招聘の参事、こちらとの面会がそれぞ

れ１回あります。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） たしか平成１６年

からだと思うのですけれども、医師の研修制

度が始まって、大学医局に医師がいなくなっ

たというふうになって、医師の確保が非常に

難しくなっています。

今の２５年度の実績を聞いても、そういう

東京の方面まで出掛けていくということで大

変、苦労しているなというふうに思いますけ

れども、大学は道内３大学ですね。今、聞い

ていましたら、旭川にも行っている、札幌に

も行っているということで、行く予定がある

ということで安心しましたけれども、過去に

は各自治体病院が首長と一緒になって一生懸

命大学医局に日参するというようなことがあ

りました。

この、研修医制度が始まってから医局に医

師がいないということなのですけれども、そ

れでもやはりこの道内３医科大学に対して

は、今まで以上にやはり顔出すことが必要で

はないかなというふうに思っていますので、

例えば先ほど町長と行ったということもあり

ましたけれども、ことしもやはり町長ととも

に顔を出すようなことを予定しているのか、

お聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 岡本議員の質

問であります。

町長と随行していくというお話もさること

ながら、今一番、美幌の部分でいけば、実は

当地に赴いて病院見学をしていただくという

前提で動いているというのが実情でありま

す。

その中で、２５年についてはいわゆる７名

の先生が当地を訪れて病院見学をされており

ます。内訳としては、整形外科１名、透析医

師１名、外科医師１名、消化器内科医師１

名、小児科３名、そのような状況の中でいわ

ゆる面談をして、人なりも見きわめた上で採

用するかいなかということを決めたいという

考えを持っています。

しかしながら、先生によっては、場合に

よって上京してお会いをしたいというケース

がございますので、この場合には必要に応じ

て町長が行っていただいたり、私が同行した

り、そういう柔軟な対応を図ってまいりたい

と思っています。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今のお答えでは柔

軟な対応をしていきたいということで、一定

の安心はいたしましたけれども、私はやはり

道内３医大とのつながりというものを今まで

以上に重要に考えていただきたいなと思いま

すので、これだけ言って終わりにします。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今、御指摘

あったことについては十分配慮しながら、適

宜、医局訪問も重ねる中で適切な要請をして

まいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今年度で今までの企

業会計から変わりまして、来年度から企業会

計が変わるということで、５４０ページの病

院事業収益について質問をします。

実は、聞き取りの中でも２５年度の見込み
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額が実は５６８ページに出ていまして、この

見込み額は２５年度当初から見ると相当、金

額が落ち込んでいる、逆に言えば入院だと

か、外来が少なくてよかったのか、それとも

ほかの病院に行ったのかちょっと推測は難し

いのですけれども、当初の予定より相当、収

益が達成できていないという計画の中で、

今、２６年度予算は前年度よりなおかつ上方

修正している形で、今年度の２５年度見込み

から言いますと１億円以上の収益増加を見込

んでいます。これについて、端的に増加がで

きる理由の根拠について再度、説明してくだ

さい。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 松浦議員の御

指摘であります。

確かに入院収益については、決算見込みを

踏まえると相当、何千万も上向きの見込みを

しています。外来についても決算見込みから

踏まえると何千万も、総額で１億というよう

なお話がございます。

これについては、疑問点整理の中でもお話

させてもらいました。いわゆる新たなお医者

さんが来て、それは何科という想定はしてご

ざいませんけれども、１人のお医者さんが稼

ぐお金というのは一般的に１億円というふう

に言われています。

そういう観点から、医師の増員も当然、見

込んでの予算計上をしてございますので、そ

れに適合した予算の計上を行ったということ

で、結果、医師の採用がなければ、その収益

は確保できないということになりかねないと

うふうにこちらも理解しておりますけれど

も、積極的な予算の計上を行ったというふう

に理解していただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） なかなかお医者さん

の確保という部分では相当きついという部分

は僕はわかっています。

ただ、たまたま対比で見てしまいますと、

２６年度この計画でやっても、当年度純損失

が昨年度とほとんど同じ損失なのです。

ということは、２５年度の見込みの損失が

約２億３,０００万円として、根拠ほとんど

同じなのです。そうすると、この収益の部分

でことしの実績より１億円多く見ても同じ純

損失の金額を見ているとなりますと、この嬉

しいという言い方ではないですけれども、こ

れだけ収益が１億円上げるとなりますと、今

のいるお医者さん、要するに今、３月時点で

複数のお医者さんが退職されていなくなりま

すけれども、今いる方々でさえ２５年度の金

額が努力した部分かなと思いますと、新たな

先生が来て、きちんと常駐、常勤になるまで

数カ月間あるのかなと、新たに、そうなりま

すと、この１億円の上方修正は過度に見ます

と今期の赤字は２億でなくて３億円以上の赤

字の見込みとなると、なりますと同じ普通の

企業に行きますと１億円もの差が出る計画を

取り組むというのは、相当、病院の事務の経

費を抑えるだとか、今いるお医者さんに、患

者が来てもらうという努力は相当、必要なの

かなと、そうなりますと今以上に経費がふえ

るのかなと思うのですけれども、その辺の比

率だとか、バランスについて、もしくは職員

に対する負担だとか、それについては十分考

慮しているのかどうか。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今、御指摘ご

ざいました過大に収益を見込んでというよう

なお話がございます。

しかしながら、２５年度決算見込みを考え

ますと、一般会計から繰り入れたお金が４億

３００万円程度、それで地方交付税の措置額

が２億８,３１９万５,０００円ということ

で、町の純粋な持ち出しが１億２,０００万

円ということになります。

したがって、収益が確保されないという前

提でいきますと、当初予算で医師については

３名やめる先生方のうち、２名の消化器外科

の採用を見込んでございますから、これの人

件費が全額とは言いませんけれども、一部全

額計上しておりませんので、その分が見合い

として減ります。
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そして、さらには収益が減りますけれど

も、ことし並みの収益が今、北里大学からそ

ういう出張の先生が対応してどこまでキープ

できるかというところだと思います。

したがって、本年度の外科収益が確保され

なければ、当然、今言った持ち出しがふえて

いくというような前提になろうかと思いま

す。

ただ、外科の実際の外来収益というのは、

外科のみでいくと４,０００万円程度です。

それと、入院収益については１億３,０００

万円程度です。そのほかの４億近いお金が透

析の収益、したがって出張対応の先生が外

来、入院病棟の管理で実施した場合に、その

収益のキープがどこまでできるかというのが

一つの判断材料になるかと思いますので、な

るべく落ち込まないような形で努力をしてま

いりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ３回目なので、先ほ

ど最後のほうに述べました医者の確保だと

か、そういう少ないお医者さんの中で収益を

上げるとなりますと、その他、看護師さんだ

とか、いろいろな部分の職員、働いている人

方、事務局も含めて負担等がならないような

事務体制なり、職場体制が整うのかどうかを

最後。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 御質問のいわ

ゆるコメディカルの勤務体制については、充

足数については十二分に充足していると考え

ていますので、お医者さんが減ったことによ

る過重労働等については一切ないというふう

に理解をしています。

したがって、お医者さんが減ることによっ

て、お医者さんの夜勤の回数というのがふえ

てきますから、これについては十分な対応を

考えていかないと、勤務医が過労によってま

た減るというようなこともあっても困ります

ので、これについては大学から派遣される先

生に夜勤当直については月に６回を想定して

やっていただくように要請をして、常勤医師

については従来どおり２回ないし３回の当直

体制をとるというふうなことで検討してござ

いますので、そういうことで十分な対応をし

ていきたいと思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、議案第２８

号の質疑を終わります。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日は、これで延会すること

に決定いたしました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

いたします。

御苦労さまでした。

午後 ３時１２分 延会
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